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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツを異なる品質にエンコーディングして生成された複数のメディアデータに係
わる情報を含むファイルをクライアントがサーバから受信する段階と、
　前記ファイルに含まれた、前記複数のメディアデータのうち、少なくとも一つに対する
初期化（ｉｎｉｔｉａｌｉｚａｔｉｏｎ）セグメントの位置情報に基づいて、前記少なく
とも一つのメディアデータに係わるＰＡＴ（ｐｒｏｇｒａｍ　ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　
ｔａｂｌｅ）及びＰＭＴ（ｐｒｏｇｒａｍ　ｍａｐ　ｔａｂｌｅ）のうち少なくとも一つ
を含む前記初期化セグメントを受信する段階と、
　前記受信された初期化セグメントに基づいて前記複数のメディアデータのうち少なくと
も一つを受信する段階とであって、前記複数のメディアデータそれぞれは時間に基づいて
複数のセグメントに分割され、
　前記受信されたメディアデータに含まれた前記複数のセグメントに対してランダムアク
セスが可能な地点を示す情報を獲得する段階であって、
　前記情報は前記複数のセグメントのうち前記受信されたメディアデータの第１セグメン
トに含まれ、前記情報は前記受信されたメディアデータにおいて前記第１セグメント以外
の他のセグメントに含まれた全アクセスユニットについての位置情報を含み、
　前記位置情報を利用し、前記受信されたメディアデータに係わるランダムアクセスを提
供する段階であって、前記位置情報に基づき前記アクセスユニット間の関係についての情
報が提供されることを特徴とするデータ受信方法。
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【請求項２】
　前記位置情報は、
　前記アクセスユニットが示す映像フレームのタイプを示す映像タイプ情報をさらに含む
ことを特徴とする請求項１に記載のデータ受信方法。
【請求項３】
　前記位置情報は、
　前記位置情報に対応するセグメント内で、ランダムアクセスが可能なパケットが、他の
パケットと共に再生されるか否かを示す依存情報をさらに含むことを特徴とする請求項１
に記載のデータ受信方法。
【請求項４】
　前記位置情報は、
　前記位置情報に対応するセグメント内のランダムアクセスが可能なパケットが、三次元
映像を提供するのに使われるか否かを示す三次元映像情報をさらに含むことを特徴とする
請求項１に記載のデータ受信方法。
【請求項５】
　前記位置情報は、
　前記ランダムアクセスが可能なパケットが提供する映像フレームの視点を示す視点情報
をさらに含むことを特徴とする請求項３に記載のデータ受信方法。
【請求項６】
　コンテンツを異なる品質にエンコーディングして生成された複数のメディアデータに係
わる情報を含むファイル及び前記複数のメディアデータを獲得する段階であって、前記複
数のメディアデータそれぞれは時間に基づいて複数のセグメントに分割され、
　前記ファイルに含まれた、前記複数のメディアデータのうち、少なくとも一つに対する
初期化（ｉｎｉｔｉａｌｉｚａｔｉｏｎ）セグメントの位置情報に基づいた要請が受信さ
れることにより、前記少なくとも一つのメディアデータに係わるＰＡＴ（ｐｒｏｇｒａｍ
　ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｔａｂｌｅ）及びＰＭＴ（ｐｒｏｇｒａｍ　ｍａｐ　ｔａｂ
ｌｅ）のうち、少なくとも一つを含む前記初期化セグメントを伝送する段階と、
　クライアントから前記初期化セグメントに基づいて受信された要請に応じて、前記複数
のメディアデータのうち第１セグメント以外の他のセグメントに含まれた全アクセスユニ
ットに対する位置情報が含まれ、
　前記位置情報に基づき前記アクセスユニット間の関係についての情報が前記クライアン
トに提供され、
　前記位置情報を利用し、前記クライアントで前記メディアデータについてのランダムア
クセスが提供されることを特徴とするデータ伝送方法。
【請求項７】
　コンテンツを異なる品質にエンコーディングして生成された複数のメディアデータに係
わる情報を含むファイルを受信し、前記ファイルに含まれた、前記複数のメディアデータ
のうち、少なくとも一つに対する初期化（ｉｎｉｔｉａｌｉｚａｔｉｏｎ）セグメントの
位置情報に基づいて、前記少なくとも一つのメディアデータに係わるＰＡＴ（ｐｒｏｇｒ
ａｍ　ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｔａｂｌｅ）及びＰＭＴ（ｐｒｏｇｒａｍ　ｍａｐ　ｔ
ａｂｌｅ）のうち、少なくとも一つを含む前記初期化セグメントを受信し、前記受信され
た初期化セグメントに基づいて前記複数のメディアデータのうち少なくとも一つを受信す
る受信部と、
　前記受信されたメディアデータに含まれた複数のセグメントに対してランダムアクセス
が可能な地点を示す情報を獲得する獲得部であって、
　前記情報は前記複数のセグメントのうち前記受信されたメディアデータの第１セグメン
トに含まれ、前記情報は前記受信されたメディアデータにおいて前記第１セグメント以外
の他のセグメントに含まれた全アクセスユニットについての位置情報を含み、
　前記位置情報を利用して、前記受信されたメディアデータについてのランダムアクセス
を提供する提供部と、を備え、
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　前記位置情報に基づき前記アクセスユニット間の関係についての情報が提供されること
特徴とするデータ受信装置。
【請求項８】
　コンテンツを異なる品質にエンコーディングして生成された複数のメディアデータに係
わる情報を含むファイル及び前記複数のメディアデータを獲得する獲得部であって、前記
複数のメディアデータそれぞれは時間に基づいて複数のセグメントに分割され、
　クライアントにファイルを伝送し、前記ファイルに含まれた、前記複数のメディアデー
タのうち、少なくとも一つに対する初期化（ｉｎｉｔｉａｌｉｚａｔｉｏｎ）セグメント
の位置情報に基づいた要請が受信されることにより、前記少なくとも一つのメディアデー
タに係わるＰＡＴ（ｐｒｏｇｒａｍ　ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｔａｂｌｅ）及びＰＭＴ
（ｐｒｏｇｒａｍ　ｍａｐ　ｔａｂｌｅ）のうち、少なくとも一つを含む前記初期化セグ
メントを前記クライアントに伝送し、前記クライアントから前記初期化セグメントに基づ
き受信された要請によって応じて前記複数のメディアデータのうち少なくとも一つを前記
クライアントに伝送する伝送部と、を備え、
　前記伝送されたメディアデータに含まれた第１セグメントに前記伝送されたメディアデ
ータに含まれた前記複数のセグメントのうち前記第１セグメント以外の他のセグメントに
含まれた全アクセスユニットについての位置情報が含まれ、
　前記位置情報に基づき前記アクセスユニット間の関係についての情報が前記クライアン
トに提供され、
　前記位置情報を利用し、前記クライアントにおいて前記伝送されたメディアデータに対
するランダムアクセスが提供されることを特徴とするデータ伝送装置。
【請求項９】
　請求項１ないし６のうちいずれか１項に記載の方法を実行するためのプログラムを記録
したコンピュータで読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、データの伝送／受信の方法及びその装置に係り、特に、メディアデータに含
まれたセグメント内のランダムアクセスが可能なポイントを示す位置情報を利用し、ラン
ダムアクセス機能を提供するデータ伝送／受信の方法及びその装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ネットワークを介してメディアデータを伝送する方式には、ダウンロード方式と、スト
リーミング方式とがある。ストリーミング方式は、サーバがリアルタイムでメディアデー
タを伝送し、クライアントは、受信されたメディアデータをリアルタイムで再生する方式
である。
【０００３】
　クライアントは、メディアデータを順次に再生することが一般的であるが、ユーザがト
リックプレイを要請する、あるいは特定区間へのジャンプを要請すれば、メディアデータ
を順次に再生することができない。メディアデータが順次に提供されない場合には、Ｉフ
レームのように、他のデータを参照しない基準データからデータを再生せねばならない。
従来では、パケットを一つずつ順次に検索し、Ｉフレームの開始に該当するパケットを検
索した。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前記の問題点を解決するための本発明の目的は、メディアデータ内に含まれるセグメン
ト内のランダムアクセスが可能なポイントを示す位置情報を伝送または受信することによ
って、ランダムアクセス機能を効率的に提供するデータ伝送／受信の方法及びその装置を
提供することである。
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【課題を解決するための手段】
【０００５】
　例示的な実施形態の一態様によれば、データ受信の方法が提供される。前記方法は、異
なる品質を有するようにコンテンツをエンコードすることによって生成されるそれぞれ少
なくとも１つのセグメントを有する複数のメディアデータのうち少なくとも１つを受信す
るステップと、ステップ前記少なくとも１つのセグメントそれぞれのランダムアクセスが
可能な地点を示す位置情報を獲得するステップと、前記位置情報を利用し、前記受信した
メディアデータに対するランダムアクセスを提供するステップと、を有する。
【０００６】
　前記獲得するステップは、前記少なくとも１つのセグメントそれぞれに含まれた少なく
とも１つのパケットから、前記少なくとも１つのセグメントそれぞれに対応する位置情報
を獲得するステップを含んでもよい。
【０００７】
　前記位置情報は、前記位置情報に対応するセグメント内に含まれるランダムアクセスが
可能な次のパケットの位置を示す第１オフセット情報を含んでもよい。
【０００８】
　前記位置情報は、前記位置情報に対応するセグメント内に含まれるランダムアクセスが
可能なあらゆるパケットの位置を示す第２オフセット情報を含んでもよい。
【０００９】
　前記位置情報は、前記位置情報に対応するセグメント内のあらゆるアクセスユニット（
access unit）についての位置情報を示す第３オフセット情報を含んでもよい。
【００１０】
　前記位置情報は、前記アクセスユニットが示す映像フレームのタイプを示す映像タイプ
情報をさらに含んでもよい。
【００１１】
　前記位置情報は、前記位置情報がランダムアクセスが可能なポイントを示す方式によっ
て分類された、前記位置情報に係わるタイプ情報をさらに含んでもよい。
【００１２】
　前記位置情報は、前記位置情報に対応するセグメント内のランダムアクセスが可能なパ
ケットが、他のパケットと共に再生されなければならないか否かを示す依存（dependency
）情報をさらに含んでもよい。
【００１３】
　前記位置情報は、前記共に再生されなければならないパケットの個数を示す依存度情報
をさらに含んでもよい。
【００１４】
　前記ランダムアクセスを提供するステップは、前記位置情報に基づいて、前記共に再生
されなければならないパケットを獲得するステップを含んでもよい。
【００１５】
　前記位置情報は、前記位置情報に対応するセグメント内のランダムアクセスが可能なパ
ケットが、三次元映像を提供するのに使われるか否かを示す三次元映像情報をさらに含ん
でもよい。
【００１６】
　前記位置情報は、前記ランダムアクセスが可能なパケットが提供する映像フレームの視
点を示す視点情報をさらに含んでもよい。
【００１７】
　前記位置情報は、前記位置情報が複数個のパケットにまたがって存在する場合、現在パ
ケットが、前記位置情報を含む最後のパケットであるか否かを示す終了情報をさらに含ん
でもよい。
【００１８】
　前記少なくとも１つのパケットは、ＭＰＥＧ ２標準によって符号化され、前記位置情
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報は、前記少なくとも１つのパケットの「private＿data＿bytes」フィールドのうち少な
くとも１つの位置情報から獲得される。
【００１９】
　前記少なくとも１つのパケットは、ＭＰＥＧ ４標準によって符号化され、前記位置情
報は、ｍｏｏｖボックス及びｍｏｏｆボックスのうち少なくとも一つから獲得される。
【００２０】
　例示的な実施形態の一態様によれば、データ送信の方法が提供される。前記方法は、異
なる品質を有するようにコンテンツをエンコーディングすることで生成されるそれぞれ少
なくとも１つのセグメントを有する複数のメディアデータを獲得するステップと、前記少
なくとも１つのセグメントそれぞれのランダムアクセスが可能なポイントを示す位置情報
を生成するステップと、前記位置情報を伝送するステップと、を含む。
【００２１】
　例示的な実施形態の他の態様によれば、データ受信装置が提供される。前記装置は、異
なる品質を有するようにコンテンツをエンコードすることによって生成されるそれぞれ少
なくとも１つのセグメントを有する複数のメディアデータのうち少なくとも１つを受信す
る受信部と、前記少なくとも１つのセグメントそれぞれのランダムアクセスが可能なポイ
ントを示す位置情報を、前記受信されたメディアデータから獲得する獲得部と、前記位置
情報を利用し、前記受信されたメディアデータに対するランダムアクセスを提供する提供
部とを備える。
【００２２】
　例示的な実施形態の他の態様によれば、データ伝送装置が提供される。前記装置は、異
なる品質を持つようにコンテンツをエンコーディングすることで生成されるそれぞれ少な
くとも１つのセグメントを有する複数のメディアデータを獲得する獲得部と、前記少なく
とも１つのセグメントそれぞれのランダムアクセスが可能なポイントを示す位置情報を生
成する生成部と、前記位置情報を伝送する伝送部とを備える。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の一実施形態によるストリーミング・システムを図示する図面である。
【図２Ａ】本発明の一実施形態によるストリーミング方法を説明するためのフローチャー
トである。
【図２Ｂ】本発明の一実施形態によるストリーミング方法を説明するためのフローチャー
トである。
【図３】本発明の一実施形態によるコンテンツに係わる情報を含むファイルのスキーマ（
schema）を図示する図面である。
【図４Ａ】本発明の一実施形態による複数のメディアデータを定義するための情報を図示
する図面である。
【図４Ｂ】本発明の一実施形態によるメディアデータのヘッダに係わる情報を図示する図
面である。
【図４Ｃ】本発明の一実施形態による複数のメディアデータそれぞれに含まれた少なくと
も１つの部分に係わる情報を含む図面である。
【図５Ａ】本発明の他の実施形態によるストリーミング方法を説明するためのフローチャ
ートである。
【図５Ｂ】本発明の他の実施形態によるストリーミング方法を説明するためのフローチャ
ートである。
【図６】本発明の他の実施形態によるコンテンツに係わる情報を含むファイルのスキーマ
を図示する図面である。
【図７】本発明の他の実施形態によるコンテンツに係わる情報を図示する図面である。
【図８Ａ】本発明の一実施形態によるメディア表現技術のスキーマを図示する図面である
。
【図８Ｂ】本発明の一実施形態によるメディア表現技術のスキーマを図示する図面である
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。
【図９Ａ】本願発明の一実施形態によるメディア表現技術を図示する図面である。
【図９Ｂ】本願発明の一実施形態によるメディア表現技術を図示する図面である。
【図９Ｃ】本願発明の一実施形態によるメディア表現技術を図示する図面である。
【図９Ｄ】本願発明の一実施形態によるメディア表現技術を図示する図面である。
【図９Ｅ】本願発明の一実施形態によるメディア表現技術を図示する図面である。
【図９Ｆ】本願発明の一実施形態によるメディア表現技術を図示する図面である。
【図９Ｇ】本願発明の一実施形態によるメディア表現技術を図示する図面である。
【図９Ｈ】本願発明の一実施形態によるメディア表現技術を図示する図面である。
【図１０Ａ】本発明の一実施形態による複数のメディアデータを図示する図面である。
【図１０Ｂ】本発明の一実施形態による複数のメディアデータを図示する図面である。
【図１０Ｃ】本発明の一実施形態による複数のメディアデータを図示する図面である。
【図１１Ａ】本発明のさらに他の実施形態によるストリーミング方法を説明するためのフ
ローチャートである。
【図１１Ｂ】本発明のさらに他の実施形態によるストリーミング方法を説明するためのフ
ローチャートである。
【図１２Ａ】本発明の他の実施形態による複数のメディアデータを図示する図面である。
【図１２Ｂ】本発明の他の実施形態による複数のメディアデータを図示する図面である。
【図１３】本発明の一実施形態によるデータ伝送装置に係わるブロック図である。
【図１４】本発明の一実施形態によるデータ受信装置に係わるブロック図である。
【図１５Ａ】本発明の一実施形態による第１タイプの位置情報に係わる一例を示す図面で
ある。
【図１５Ｂ】本発明の一実施形態による第１タイプの位置情報に係わる一例を示す図面で
ある。
【図１６】本発明の一実施形態による位置情報を利用してランダムアクセスを提供する一
例を示す図面である。
【図１７Ａ】本発明の一実施形態による第２タイプの位置情報に係わる一例を示す図面で
ある。
【図１７Ｂ】本発明の一実施形態による第２タイプの位置情報に係わる一例を示す図面で
ある。
【図１７Ｃ】本発明の一実施形態による位置情報を示す図面である。
【図１８】本発明の一実施形態による位置情報を利用し、ランダムアクセスを提供する一
例を示す図面である。
【図１９】本発明の一実施形態による第３タイプの位置情報に係わる一例を示す図面であ
る。
【図２０】本発明の一実施形態による第１タイプの位置情報に係わる他の例を示す図面で
ある。
【図２１】本発明の一実施形態によるスケーラブル映像データを示す図面である。
【図２２】本発明の一実施形態による位置情報を利用し、ランダムアクセスを提供する一
例を示す図面である。
【図２３】本発明の一実施形態による位置情報を利用し、ランダムアクセスを提供する一
例を示す図面である。
【図２４】本発明の一実施形態による第２タイプの位置情報についての他の例を示す図面
である。
【図２５】本発明の一実施形態による第３タイプの位置情報についての他の例を示す図面
である。
【図２６Ａ】本発明の一実施形態による位置情報に係わる一例の図面である。
【図２６Ｂ】本発明の一実施形態による位置情報に係わる一例の図面である。
【図２６Ｃ】本発明の一実施形態による位置情報に係わる一例の図面である。
【図２６Ｄ】本発明の一実施形態による「ＴＳ＿program＿map＿section」に係わる一例
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を示す図面である。
【図２６Ｅ】本発明の一実施形態による「ＴＳ＿program＿map＿section」に係わる一例
を示す図面である。
【図２６Ｆ】本発明の一実施形態による「ＴＳ＿program＿map＿section」に係わる一例
を示す図面である。
【図２７】本発明の一実施形態によるデータ受信装置で、ユーザがトリックプレイを要請
した場合のサービス提供方法に係わるフローチャートである。
【図２８】本発明の他の実施形態によるＭＰＥＧ ＴＳ（transport stream）で、Ｉフレ
ームを探すためのＴＳパケットの構造を図示する図面である。
【図２９】本発明の一実施形態によるＭＰＥＧ ＴＳで、Ｉフレームを探すためのＭＰ４
ファイル構造を図示する図面である。
【図３０】本発明の一実施形態によるデータ伝送方法に係わるフローチャートである。
【図３１】本発明の一実施形態によるデータ受信方法に係わるフローチャートである。
【図３２Ａ】「random＿access＿point＿count」フィールド値によって、ランダムアクセ
スを提供する方法に係わる一例を示す図面である。
【図３２Ｂ】「random＿access＿point＿count」フィールド値によって、ランダムアクセ
スを提供する方法に係わる一例を示す図面である。
【図３２Ｃ】本発明の一実施形態によって、少なくとも１つの他のセグメントの位置情報
を含む少なくとも１つのセグメントを利用するランダムアクセスを提供する方法を示す図
面である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、添付された図面を参考にしつつ、本発明の望ましい実施形態について詳細に説明
する。
【００２５】
　まず、説明の便宜のために、本明細書で使われる用語を簡単に定義する。
【００２６】
　コンテンツの一例は、オーディオ情報、ビデオ情報、オーディオ・ビデオ情報及びデー
タを含む。コンテンツ・アイテム（content item）は、後述する複数個のコンポーネント
（component）から構成される。
【００２７】
　コンポーネントは、オーディオ情報、ビデオ情報、サブタイトル情報のように、コンテ
ンツ・アイテムの成分である。一例として、コンポーネントは、特定言語で作成されたサ
ブタイトル・ストリームや、特定カメラアングルで獲得したビデオストリームであっても
よい。コンポーネントは、コンテナによって、トラックや基本ストリーム（ＥＳ：elemen
tary stream）と命名可能である。
【００２８】
　コンテンツ・リソースは、コンテンツ・アイテムに係わる適切なストリーミングを可能
にするために、複数個のリプリゼンテーション（representation）から提供されるコンテ
ンツ・アイテムである（例えば、多様な品質、ビットレート、角度）。サービス検索過程
は、コンテンツ・リソースと言うことができる。コンテンツ・リソースは、一つ以上の連
続的なタイムのペイロードから構成される。
【００２９】
　ピリオドは、コンテンツ・リソースの時間的なセクションである。
【００３０】
　リプリゼンテーションは、ピリオド内のコンテンツ・リソースのバージョン（あらゆる
コンポーネントまたは一部コンポーネント）である。リプリゼンテーションは、コンポー
ネントのサブセットが異なるか、あるいはコンポーネントのエンコーディング・パラメー
タ（例えば、ビットレート）が異なる。本明細書では、リプリゼンテーションをメディア
データとするが、一つ以上のコンポーネントを含むデータを指すいかなる用語にも使われ
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る。
【００３１】
　セグメント（部分）は、特定システムレイヤ形式（ＴＳまたはＭＰ４）で、唯一のＵＲ
Ｌ(uniform resource locator)を介して呼ばれるリプリゼンテーションの時間的なセクシ
ョンを意味する。
【００３２】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の実施形態について詳細に説明する。
【００３３】
　図１は、本発明の一実施形態によるストリーミング・システムを図示している。
【００３４】
　図１を参照すれば、本発明の一実施形態によるストリーミング・システム１００は、エ
ンコーディング装置１１０、サーバ１２０及びクライアント１３０を有する。
【００３５】
　エンコーディング装置１１０は、入力されたコンテンツを複数の異なる品質にエンコー
ディングし、１つのコンテンツに係わる複数のメディアデータを生成する。サーバ１２０
が、クライアント１３０にメディアデータをストリーミングするとき、ストリーミング環
境は変更される。例えば、ストリーミングのためのネットワーク１４０の帯域幅が変更さ
れ得るし、メディアデータを伝送するために、サーバ１２０が使用可能なハードウェア資
源、またはメディアデータを受信するために、クライアント１３０が使用可能なハードウ
ェア資源が変更され得る。
【００３６】
　従って、エンコーディング装置１１０は、流動的なストリーミング環境による適切なス
トリーミングのために、１つのコンテンツを複数の異なる品質にエンコーディングする。
ビット率、サンプリング周波数（sampling frequency）または解像度のような因子を調節
することによって、１つのコンテンツを複数の異なる品質にエンコーディングすることが
できる。例えば、１つの動映像コンテンツを互いに異なる解像度でエンコーディングし、
５００Ｋｂｐｓ、１，０００Ｋｂｐｓ及び２，０００Ｋｂｐｓの複数のメディアデータを
生成することができる。
【００３７】
　異なる品質にエンコーディングされた複数のメディアデータは、サーバ１２０に伝送さ
れ、このとき、コンテンツに係わる情報及び複数のメディアデータそれぞれに係わる情報
も、共にサーバ１２０に伝送される。コンテンツに係わる情報は、コンテンツのメタデー
タであって、コンテンツの題目（title）、シノプシス（synopsis）、コンテンツ識別子
（content ＩＤ）、コンテンツＵＲＬのような情報を含んでもよい。複数のメディアデー
タに係わる情報は、それぞれのメディアデータの品質、類型及び識別子などを含むことが
できるが、これについては、図４Ａ、図４Ｂ及び図４Ｃを参照して詳細に説明する。
【００３８】
　クライアント１３０は、コンテンツに係わる情報及び複数のメディアデータに係わる情
報のうち少なくとも一つを受信し、これに基づいて、サーバ１２０に複数のメディアデー
タのうち少なくとも１つのメディアデータを要請する。クライアント１３０は、ストリー
ミング環境を推定（estimation）し、推定されたストリーミング環境に基づいて、複数の
メディアデータのうち少なくとも１つのメディアデータを選択する。推定されたストリー
ミング環境で、適切なＱｏＳ（quality of service）を維持することができる少なくとも
１つのメディアデータを選択することができる。その後、クライアント１３０は、選択さ
れた少なくとも１つのメディアデータの伝送を要請するＨＴＴＰ（hypertext transfer p
rotocol）要請（request）をサーバ１２０に伝送することができる。
【００３９】
　高品質のメディアデータを受信しているが、ストリーミング環境が劣化して続けてメデ
ィアデータを再生することができない場合には、複数のメディアデータのうち、低い品質
のメディアデータを要請し、ストリーミング環境が改善されて高い品質のメディアデータ
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を受信しても続けてメディアデータを再生することができる場合には、複数のメディアデ
ータのうち、高い品質のメディアデータを要請することができる。
【００４０】
　所定のメディアデータを受信している最中に、他のメディアデータの伝送をサーバ１２
０に要請することもできる。例えば、ストリーミング環境が劣化した状態で、低品質の第
１メディアデータを要請して受信していたクライアント１３０は、ストリーミング環境が
改善されることによって、さらに高品質の第２メディアデータの伝送をサーバ１２０に要
請することができる。従来技術によるストリーミング方法によれば、サーバ１２０とクラ
イアント１３０とが、ストリーミング・チャネルを最初に設定するとき、品質を一度設定
すれば、続けて同じ品質でメディアデータを送受信せねばならなかった。しかし、本願発
明によれば、クライアント１３０が低品質の第１メディアデータを受信していても、同じ
コンテンツに係わるさらに高品質の第２メディアデータをさらに要請することができ、ス
トリーミング環境による適切なストリーミングが可能になる。
【００４１】
　ネットワーク１４０の帯域幅、及びサーバ１２０またはクライアント１３０の使用可能
なハードウェア資源に基づいて、ストリーミング環境を推定する多様な方法が、クライア
ント１３０がストリーミング環境を推定するのに利用される。例えば、クライアント１３
０は、受信されるメディアデータのタイムスタンプ及びＢＥＲ（bit error rate）に基づ
いて、ストリーミング環境を推定することができる。受信されるメディアデータのタイム
スタンプを確認し、メディアデータが再生速度より遅い速度で受信されていれば、ストリ
ーミング環境が劣化していると判断することができる。また、受信されるメディアデータ
のＢＥＲが高くなっても、ストリーミング環境が劣化していると判断することができる。
【００４２】
　クライアント１３０が、ストリーミング環境によって複数のメディアデータのうち、少
なくとも１つのメディアデータの伝送を要請すれば、サーバ１２０は、要請されたメディ
アデータをクライアント１３０に伝送する。ＨＴＴＰ要請に対するＨＴＴＰ応答として、
要請されたメディアデータをクライアント１３０に伝送することができる。
【００４３】
　複数のメディアデータそれぞれは、コンテンツを異なる品質にエンコーディングし、分
割して生成された複数の部分（segment）のうち、少なくとも一つを含んでもよい。言い
換えれば、エンコーディング装置１１０のエンコーディング結果として生成された複数の
メディアデータそれぞれは、時間に基づいて分割された少なくとも１つの部分をそれぞれ
含んでもよい。サーバ１２０は、コンテンツを１つのストリームにエンコーディングして
連続して伝送するのではなく、複数の部分に分割してそれぞれ伝送する。コンテンツを１
０秒または２０秒のように、所定の時間単位でコンテンツを分割し、複数の部分を生成す
ることができる。分割の基礎になる時間は、ＧＯＰ（group of picture）に基づいて設定
される。一つまたは二つ以上のＧＯＰのピクチャに対応するメディアデータを、１つの部
分として設定することができる。
【００４４】
　例えば、２種の品質にコンテンツがストリーミングされる場合、第１メディアデータは
、コンテンツを第１品質にエンコーディングし、時間に基づいて分割して生成された少な
くとも１つの部分を含み、第２メディアデータは、コンテンツを第２品質にエンコーディ
ングし、時間に基づいて分割して生成された少なくとも１つの部分を含んでもよい。
【００４５】
　複数のメディアデータを時間に基づいてそれぞれ分割することによって、前述の適切な
ストリーミングが可能になる。例えば、ストリーミングが始まれば、サーバ１２０は、低
品質の第１メディアデータの０秒から２０秒に該当する部分を伝送する。その後、２０秒
後に、ストリーミング環境が改善されたと判断され、クライアント１３０がさらに高品質
のメディアデータを要請すれば、サーバ１２０は、さらに高品質の第２メディアデータの
、２０秒から４０秒に該当する部分を伝送することができる。メディアデータが、時間に
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基づいて複数の部分に分割されているために、ストリーミング最中にも、ストリーミング
環境によって異なるメディアデータの部分を伝送することができる。
【００４６】
　図２Ａは、本発明の一実施形態によるストリーミング方法について説明するためのフロ
ーチャートである。
【００４７】
　図２Ａを参照すれば、ステップ２１０でクライアント１３０は、所定のコンテンツに係
わる情報の伝送をサーバ１２０に要請する。クライアント１３０のユーザが、クライアン
ト１３０の画面に表示されたユーザ・インターフェースで、所定のコンテンツを選択すれ
ば、選択されたコンテンツに係わる情報の伝送をサーバ１２０に要請する。クライアント
１３０は、コンテンツに係わる情報の伝送を要請するＨＴＴＰ要請を、サーバ１２０に伝
送することができる。
【００４８】
　クライアント１３０からの要請を受信したサーバ１２０は、クライアント１３０にコン
テンツに係わる情報を伝送する。ＨＴＴＰ要請に対するＨＴＴＰ応答として、コンテンツ
に係わる情報をクライアント１３０に伝送することができる。コンテンツに係わる情報は
、ＯＩＰＦ（open ＩＰＴＶ forum）標準によるＣＡＤ（content access descriptor）で
あってもよい。図３を参照して詳細に説明する。
【００４９】
　図３は、本発明の一実施形態によるコンテンツに係わる情報を含むファイルのスキーマ
（schema）を図示している。コンテンツに係わる情報を含むファイルは、ＣＡＤであって
、ＸＭＬ（extensible markup language）ファイルであってもよい。以下、本発明の詳細
な説明では、タグ（tag）及び属性（attribute）を区分して説明するが、本発明の詳細な
説明で、タグによって定義される項目を、タグではない属性によって定義する、又は本発
明の詳細な説明で、属性によって定義される項目を、属性ではないタグによって定義する
ことができることは、本発明が属する技術分野で当業者であるならば、容易に理解できる
。
【００５０】
　図３を参照すれば、コンテンツ（content）に係わる情報は、「Title」、「Synopsis」
、「OriginSite」、「ContentＵＲＬ」のタグなどを含んでもよい。
【００５１】
　従来技術によるメディアデータのストリーミングは、１つのコンテンツを所定の品質に
エンコーディングし、１つのメディアデータを生成するので、従来技術によるコンテンツ
に係わる情報（特に、ＯＩＰＦによるＣＡＤ）は、コンテンツを異なる品質にエンコーデ
ィングすることで生成された複数のメディアデータに係わる情報を含まない。
【００５２】
　しかし、本発明の一実施形態によるコンテンツに係わる情報は、１つのコンテンツを異
なる品質にエンコーディングすることで生成された複数のメディアデータに係わる情報を
含むが、図３に図示された実施形態の「Tracks」、「ＲｅｆData」及び「Fragments」の
タグがこれに該当する。
【００５３】
　図４Ａは、本発明の一実施形態による複数のメディアデータを定義するための情報を図
示している。
【００５４】
　図４Ａを参照すれば、「Tracks」タグは、コンテンツを異なる品質にエンコーディング
することで生成された複数のメディアデータを区分するための情報である。「Tracks」タ
グは、複数のメディアデータそれぞれに割り当てられた「ＩＤ」属性（attribute）、「T
ype」属性及び「BitRate」属性を含む。
【００５５】
　「ＩＤ」属性は、メディアデータに対して順に付与される識別子を定義し、「Type」属
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性は、メディアデータのオーディオデータ、ビデオデータ、ビデオ／オーディオデータ、
字幕データのうち、どのデータに該当するかを定義する。「Type」属性が「Packed」であ
るならば、メディアデータがビデオ／オーディオデータであることを示し、「Type」属性
が「Video」であるならば、メディアデータがビデオデータであることを示す。「BitRate
」属性は、ビデオデータのエンコーディングに利用されたビット率を定義する。
【００５６】
　図４Ｂは、本発明の一実施形態によるメディアデータのヘッダに係わる情報を図示して
いる。
【００５７】
　図４Ｂを参照すれば、「ＲｅｆData」タグは、「Type」属性及び「ＩＤ」属性を含む。
「Type」属性は、ヘッダがいかなるメディア・フォーマットのヘッダであるかを定義する
。例えば、「Type」属性が「HEAD－ＴＳ」であるならば、ヘッダが、伝送ストリーム（tr
ansport stream）フォーマットのヘッダであることを示す。「ＩＤ」属性は、ヘッダが複
数のメディアデータのうち、どのメディアデータのヘッダであるかを定義する。「ＩＤ」
属性が「１」であるならば、メディアデータ識別子が、「１」であるメディアデータに係
わるヘッダであることを示す。また、「ＲｅｆData」タグは、ヘッダを指示（pointing）
する情報を含むが、「ＵＲＬ」タグは、ヘッダの位置、すなわち、ＵＲＬを定義する。
【００５８】
　「ＲｅｆData」タグは、選択的な要素である。ヘッダがメディアデータと分離され、別
途のファイルとして存在する場合にのみ、コンテンツに係わる情報に「ＲｅｆData」タグ
が含まれ、メディアデータと結合されて存在する場合には、コンテンツに係わる情報に、
「ＲｅｆData」タグが含まれない。
【００５９】
　図４Ｃは、本発明の一実施形態による複数のメディアデータそれぞれに含まれた少なく
とも１つの部分に係わる情報を含む。
【００６０】
　図４Ｃを参照すれば、「Fragments」タグの下位タグである「Fragment」タグに、複数
のメディアデータそれぞれに含まれた少なくとも１つの部分に係わる情報が含まれる。
【００６１】
　「Fragments」タグは、「NextFragmentsＸＭＬＵＲＬ」属性を含む。ライブストリーミ
ングのように、１つのコンテンツ・ストリーミングが完了すれば、次のコンテンツが続い
てストリーミングされる場合には、次にストリーミングされるコンテンツに係わる情報を
クライアント１３０があらかじめ知っていてこそ、続けてコンテンツをストリーミングす
ることができる。従って、「Fragments」タグは、次にストリーミングされるコンテンツ
に係わる情報を「NextFragmentsＸＭＬＵＲＬ」属性と定義する。次にストリーミングさ
れるコンテンツに係わる複数のメディアデータのＵＲＬが「NextFragmentsＸＭＬＵＲＬ
」属性と定義される。
【００６２】
　「Fragment」タグは、現在ストリーミングされるコンテンツの少なくとも１つの部分に
係わる情報を含む。図４Ｃに図示された実施形態を例に挙げて説明すれば、第１メディア
データとしてコンテンツを第１品質にエンコーディングすることで生成された最初の部分
である「slice１－１．ａｓ」のＵＲＬ情報が、「ＵＲＬ」タグによって定義され、対応
するヘッダの識別子が「ＲｅｆPointer」タグによって定義される。また、最初の部分の
開始時間が「StartTime」属性によって定義され、それぞれの部分の持続時間が「Duratio
n」属性によって定義される。第１メディアデータの品質は、「BitRate」属性によって定
義される。
【００６３】
　図４Ｃに図示された実施形態では「Fragments」タグは、それぞれのメディアデータが
１つの部分だけを含む場合を図示した。しかし、本発明が属する技術分野で当業者である
ならば、図１と関連して説明したように、それぞれのメディアデータが複数の部分に分割
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される場合、１つの「Fragments」タグが二以上の部分に係わる情報を含んでもよいとい
うことが容易に分かるであろう。
【００６４】
　再び図２Ａを参照すれば、ステップ２２０でクライアント１３０は、複数のメディアデ
ータのうち少なくとも１つのメディアデータの伝送をサーバ１２０に要請する。複数のメ
ディアデータは、１つのコンテンツを異なる品質にエンコーディングすることで生成され
た複数のメディアデータである。クライアント１３０は、複数のメディアデータのうちか
ら、ストリーミング環境に適した品質に符号化された少なくとも１つのメディアデータを
選択し、サーバ１２０に要請する。クライアント１３０は、コンテンツに係わる情報に含
まれた複数のメディアデータに係わる情報に基づいて、ＨＴＴＰ要請をサーバ１２０に伝
送することができる。
【００６５】
　コンテンツに係わる情報は、図４Ｃと関連して説明したように、「Fragments」タグを
含んでいる。従って、クライアント１３０は、「Fragments」タグに含まれたＵＲＬ情報
に基づいて、選択されたメディアデータの伝送をサーバ１２０に要請する。
【００６６】
　クライアント１２０の要請によって、サーバ１２０は、メディアデータを伝送する。要
請されたメディアデータの少なくとも１つの部分をクライアント１２０に伝送することが
できる。ＨＴＴＰ要請に対するＨＴＴＰ応答として、要請されたメディアデータをクライ
アント１２０に伝送することができる。
【００６７】
　図２Ｂは、本発明の他の実施形態によるストリーミング方法について説明するためのフ
ローチャートである。図２Ｂは、ヘッダがメディアデータと分離され、別途のファイルと
して存在する場合のストリーミング方法を図示している。
【００６８】
　図２Ｂを参照すれば、ステップ２１２でクライアント１３０は、所定のコンテンツに係
わる情報の伝送をサーバ１２０に要請し、サーバ１２０からコンテンツに係わる情報を伝
送する。図２Ａのステップ２１０に図示されている。図４Ｂと関連して説明した「Ｒｅｆ
Data」タグを含むコンテンツに係わる情報を受信する。
【００６９】
　ステップ２２２でクライアント１３０は、ステップ２１０で受信されたコンテンツに係
わる情報に基づいて、複数のメディアデータのうち選択されたメディアデータのヘッダを
要請する。ステップ２１２で受信されたコンテンツに係わる情報に基づいて、複数のメデ
ィアデータのうちストリーミング環境に適した少なくとも１つのメディアデータを選択し
、選択したメディアデータのヘッダを要請する。ステップ２１２で受信されたコンテンツ
に係わる情報に含まれた「ＲｅｆData」タグを参照し、選択されたメディアデータのヘッ
ダを要請する。
【００７０】
　サーバ１２０は、要請されたメディアデータのヘッダをクライアント１３０に伝送する
。ヘッダファイルをクライアント１３０に伝送することができ、ヘッダファイルは、ＸＭ
Ｌファイルであってもよい。
【００７１】
　ステップ２３２でクライアント１３０は、ステップ２１２で受信されたコンテンツに係
わる情報及びステップ２２２で受信されたヘッダに基づいて、選択されたメディアデータ
の伝送をサーバ１２０に要請する。メディアデータを時間に基づいて分割し、生成された
少なくとも１つの部分の伝送をサーバ１３０に要請し、サーバ１２０は、要請された少な
くとも１つの部分をクライアント１３０に伝送する。
【００７２】
　図５Ａは、本発明のさらに他の実施形態によるストリーミング方法について説明するた
めのフローチャートである。
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【００７３】
　図５Ａを参照すれば、ステップ５１０でクライアント１３０は、所定のコンテンツに係
わる情報の伝送をサーバ１２０に要請し、サーバ１２０からコンテンツに係わる情報を伝
送する。所定のコンテンツに係わる情報の伝送を要請するＨＴＴＰ要請をサーバ１２０に
伝送し、これに対するＨＴＴＰ応答として、コンテンツに係わる情報を受信する。コンテ
ンツに係わる情報を含むＸＭＬファイルを受信することができる。ステップ５１０でクラ
イアント１３０が受信するコンテンツに係わる情報は、図２のステップ２１０でクライア
ント１３０が受信するコンテンツに係わる情報と異なるが、図６及び図７を参照して詳細
に説明する。
【００７４】
　図６は、本発明の他の実施形態によるコンテンツに係わる情報を含むファイルのスキー
マを図示している。
【００７５】
　図６を参照すれば、本発明の一実施形態によるコンテンツに係わる情報は、図３と同一
に、「Title」、「Synopsis」、「OriginSite」、「ContentＵＲＬ」のタグなどを含んで
いる。しかし、図３に図示された実施形態では、コンテンツに係わる情報が「Tracks」、
「ＲｅｆData」及び「Fragments」のタグを含むことによって、複数のメディアデータに
係わる情報も共に含むのに対し、図６に図示された実施形態では、コンテンツに係わる情
報が、複数のメディアデータに係わる情報を含むのではなく、複数のメディアデータに係
わる情報を含むファイル（以下、「メディア表現記述（media presentation description
）」）のＵＲＬのみ定義するところが異なる。「ContentＵＲＬ」タグによって、メディ
ア表現記述のＵＲＬが定義される。
【００７６】
　図６に図示されているように、従来技術による多様なコンテンツに係わる情報ファイル
のスキーマを大きく変更せずに、メディア表現記述のＵＲＬだけコンテンツに係わる情報
ファイルに挿入することによって、多様なメディアデータ・フォーマットとの互換性を維
持しつつ、ストリーミング環境に適切なストリーミングが可能になる。
【００７７】
　図６に図示されたところによれば、コンテンツに係わる情報は、複数のメディアデータ
に係わる情報は含まず、ストリーミング方法と関連した情報だけ含んでもよい。言い換え
れば、「ContentＵＲＬ」タグは、ストリーミングに利用されるメディアデータのフォー
マットを定義する「MediaFormat」属性、メディアデータの種類を定義する「ＭＩＭＥ Ty
pe」属性などを含んでもよい。
【００７８】
　特に、「ContentＵＲＬ」タグは、コンテンツのストリーミングがいかなるサービスと
関連しているかを定義する「Transfer Type」属性を含んでもよい。「Transfer Type」属
性は、コンテンツのストリーミングが、ＣｏＤ（content on delivery）サービス、生中
継（live）、適応ストリーミング生中継（adaptive streaming live）及び適応ストリー
ミングＣｏＤ（adaptive streaming ＣｏＤ）のうち、いかなるサービスと関連している
かを定義することができる。
【００７９】
　図７は、本発明のさらに他の実施形態によるコンテンツに係わる情報を図示している。
図７は、ＯＩＰＦ標準によるＣＡＤであってもよい。
【００８０】
　図７を参照すれば、図６に図示されたスキーマによって生成されたコンテンツに係わる
情報は、「ContentＵＲＬ」タグに、メディア表現記述のＵＲＬが定義される。「ｈｔｔ
ｐ：／／asexample．ｃｏｍ／ｖｏｄ／movies／１８８８８／Meta／MainMeta．ｘｍｌ」
がメディア表現記述のＵＲＬである。また、図６と関連して説明したように、「MediaFor
mat」属性、「ＭＩＭＥ Type」属性及び「Transfer Type」属性などが「ContentＵＲＬ」
タグに定義される。
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【００８１】
　再び図５Ａを参照すれば、ステップ５２０でクライアント１３０は、ステップ５１０で
受信されたコンテンツに係わる情報に基づいて、複数のメディアデータに係わる情報をサ
ーバ１２０に要請する。メディア表現記述を、ＨＴＴＰ要請を介してサーバ１２０に要請
し、ＨＴＴＰ応答として、メディア表現記述を受信することができる。
【００８２】
　ステップ５１０でクライアント１３０がサーバ１２０から受信したコンテンツに係わる
情報は、図６及び図７と関連して説明したように、メディア表現記述のＵＲＬ情報を含ん
でもよいが、クライアント１３０は、コンテンツに係わる情報の「ContentＵＲＬ」タグ
を参照し、メディア表現記述をサーバ１２０に要請して受信する。メディア表現記述につ
いて、図８Ａ、図８Ｂ、図９Ａないし図９Ｇを参照しつつ詳細に説明する。
【００８３】
　図８Ａ及び図８Ｂは、本発明の一実施形態によるメディア表現記述のスキーマを図示し
ている。メディア表現記述は、ＯＩＰＦ標準によるメディア表現記述であってもよい。
【００８４】
　図８Ａを参照すれば、本発明の一実施形態によるメディア表現記述は、複数のメディア
データのＵＲＬに対するテンプレート（template）タグ、ヘッダの位置を定義するための
タグ、ストリーミングがいかなるサービスと関連しているかを定義するためのタグ、メデ
ィアデータコンテナ（container）・フォーマットを定義するためのタグ、及び複数のメ
ディアデータを定義するためのタグを含む。
【００８５】
　「ｕｒｌTemplate」タグは、複数のメディアデータに係わるＵＲＬ情報の共通部分を定
義する。例えば、「ｈｔｔｐ：／／example．ｃｏｍ／ｖｏｄ／movie／１８８８８／Trac
k／｛TrackＩＤ｝／Segments／｛SegmentＩＤ｝」がＵＲＬテンプレートであるならば、
「TrackＩＤ」及び「SegmentＩＤ」に複数のメディアデータそれぞれの識別子、及びそれ
ぞれのメディアデータに含まれた少なくとも１つの部分の識別子を代入することにより、
メディアデータに係わるＵＲＬを定義することができる。
【００８６】
　「headerＵｒｌ」タグは、図４Ｂと関連して説明した「ＲｅｆData」タグに対応する。
言い換えれば、複数のメディアデータのヘッダＵＲＬを定義する。
【００８７】
　「isLive」タグは、ストリーミングがいかなるサービスと関連しているかを定義するタ
グである。例えば、「isLive」タグが「Live」と定義されれば、ストリーミングが生放送
サービスと関連していることを示し、「isLive」タグが「ＣｏＤ」と定義されれば、スト
リーミングがＣｏＤサービスと関連していることを示す。
【００８８】
　「contentType」タグは、ストリーミングに利用されるメディアデータのコンテナ・フ
ォーマットを定義する。例えば、メディアデータのコンテナ・フォーマットがＭＰ４フォ
ーマットであるか、あるいはＭＰＥＧ ２－ＴＳフォーマットであるかを示すための情報
であってもよい。
【００８９】
　「Stream」タグは、複数のメディアデータそれぞれについて生成され、複数のメディア
データそれぞれを定義する。１つのコンテンツを異なる品質にエンコーディングすること
で生成された複数のメディアデータそれぞれを定義するために、「streamName」属性、「
Type」属性、「bitrate」属性、「startTime」属性、「firstIntervalＮｕｍ」属性、「d
uration」属性、及び「intervalCount」属性を含む。
【００９０】
　「streamName」属性は、メディアデータの名称を定義する。メディアデータの識別子で
あってもよい。「Type」属性は、メディアデータの類型を定義する。メディアデータがオ
ーディオデータ、ビデオデータ及びオーディオ／ビデオデータのうち、いかなるメディア
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のデータであるかを定義する。メディアデータが変速再生（トリックプレイ）のために、
Ｉフレームに係わるデータだけを含む場合には、これに係わる情報を「Type」属性と定義
することができる。
【００９１】
　「BitRate」属性は、メディアデータのビット率を定義し、「startTime」属性は、メデ
ィアデータの開始時間を特定するタイムスタンプを定義し、「firstIntervalＮｕｍ」属
性は、最初に始まる部分の番号を定義する。
【００９２】
　「duration」属性は、メディアデータに含まれた部分の持続時間を定義し、「interval
Count」属性は、メディアデータに含まれた少なくとも１つの部分の全体個数を定義する
。
【００９３】
　「Segment」タグは、「Stream」タグの下位タグであり、メディアデータが、前述のよ
うに、コンテンツを所定の品質にエンコーディングし、時間に基づいて分割して生成され
た少なくとも１つの部分であるならば、このような少なくとも１つの部分それぞれを定義
する。
【００９４】
　「ＩｎｔＮｕｍ」属性は、部分の番号を定義し、「StartTime」は、当該部分の開始時
間を定義する。「Duration」は、当該部分の持続時間を定義し、「ｕｒｌ」は、当該部分
のＵＲＬ情報を定義する。
【００９５】
　「Segment」タグは、選択的なタグであり、メディアデータに含まれた少なくとも１つ
の部分に係わる情報が、「Stream」タグの他の属性から類推される場合には、メディア表
現記述に含まれない。言い換えれば、「Stream」タグに定義された「startTime」、「fir
stIntervalＮｕｍ」、「duration」及び「intervalCount」の属性によって「Stream」タ
グから類推される場合には、メディア表現記述に含まれない。また、「ｕｒｌTemplate」
タグに所定のテンプレートが定義されており、このように定義されたテンプレートに、複
数のメディアデータそれぞれの識別子、及びそれぞれのメディアデータに含まれた少なく
とも１つの部分の識別子を代入することにより、部分のＵＲＬ情報を類推することができ
れば、「Segment」タグの「ｕｒｌ」属性は不要となる。
【００９６】
　図８Ｂを参照すれば、本発明の他の実施形態によるメディア表現記述は、「nextManife
stＵＲＬ」タグをさらに含んでもよい。前述のように、ライブストリーミングまたは広告
の挿入のように、１つのコンテンツ・ストリーミングが完了すれば、次のコンテンツが続
いてストリーミングされる場合には、次にストリーミングされるコンテンツに係わる情報
をクライアント１３０があらかじめ知っていてこそ、続けてコンテンツをストリーミング
することができるので、現在ストリーミング中であるコンテンツ次にストリーミングされ
るコンテンツのメディア表現記述のＵＲＬ情報が「nextManifestＵＲＬ」タグによって定
義される。
【００９７】
　図９Ａないし図９Ｈは、本願発明の一実施形態によるメディア表現記述を図示している
。
【００９８】
　図９Ａを参照すれば、本発明の一実施形態によるメディア表現記述は、「ＵＲＬTempla
te」タグ、「ＲｅｆDataＵＲＬ」タグ及び複数のメディアデータそれぞれを定義する複数
のタグを含む。
【００９９】
　「ＵＲＬTemplate」タグ及び「ＲｅｆDataＵＲＬ」タグは、それぞれ図８Ａ及び図８Ｂ
の「ｕｒｌTemplate」タグ及び「ＲｅｆDataＵＲＬ」タグに対応する。
【０１００】
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　「ＩＤ」属性、「Type」属性、「BitRate」属性、「StartTime」属性、「SegmentDurat
ion」属性、「SegmentStartＩＤ」属性及び「SegmentCount」属性は、それぞれ図８Ａ及
び図８Ｂの「streamName」属性、「Type」属性、「bitrate」属性、「startTime」属性、
「Stream」タグの「duration」属性、「Stream」タグの「firstIntervalＮｕｍ」属性及
び「intervalCount」属性に対応する。
【０１０１】
　図９Ａに図示されたメディア表現記述は、コンテンツを異なる品質にエンコーディング
することで生成された３種のビデオデータ、１つのオーディオデータ及び変速再生のため
に、Ｉフレームだけエンコーディングすることで生成されたメディアデータに係わる情報
を含む。
【０１０２】
　図９Ｂを参照すれば、本発明の一実施形態によるメディア表現記述は、「NextAdaptive
ControlＵＲＬ」タグをさらに含む。「NextAdaptiveControlＵＲＬ」タグは、図８Ｂの「
nextManifestＵＲＬ」タグに対応する。従って、現在再生中であるコンテンツ後に続いて
再生するコンテンツのメディア表現記述のＵＲＬが、「NextAdaptiveControlＵＲＬ」タ
グによって定義される。
【０１０３】
　図９Ｃは、現在再生中であるコンテンツに続いて再生するコンテンツのメディア表現記
述のＵＲＬが、図９Ｂの「NextAdaptiveControlＵＲＬ」タグによって定義されたとき、
次に続いて再生するコンテンツのメディア表現記述を図示する。図９Ｂのメディア表現記
述と比較すれば、図９Ｃは、次に続いて再生されるコンテンツのメディア表現記述である
から、「StartTime」属性の現在再生中であるコンテンツのメディア表現記述と異なる。
【０１０４】
　図９Ｄ及び図９Ｅは、ユーザの高画質ビデオ再生を選択的に制御するためのメディア表
現記述を図示している。１つのコンテンツを５種の異なる品質にエンコーディングし、複
数のメディアデータが生成され、図９Ｄは、その場合のメディア表現記述を図示する。し
かし、図９Ｅに図示されたメディア表現記述で、高品質にエンコーディングされたビデオ
に係わる情報を含んでいるタグ、すなわち、「ＩＤ」属性が「５」であるメディアデータ
の「StartTime」属性及び「SegmentCount」属性が、図９Ｄのメディア表現記述と異なる
。
【０１０５】
　サーバ１２０は、クライアント１３０のユーザ等級（rating）によって、図９Ｄのメデ
ィア表現記述、または図９Ｅのメディア表現記述を選択的に伝送することができる。クラ
イアント１３０のユーザ等級が高い場合（例えば、クライアント１３０が有料ユーザであ
る場合）には、図９Ｄのメディア表現記述を伝送することによって、高品質のビデオも自
由に再生可能であり、クライアント１３０のユーザ等級が低い場合（例えば、クライアン
ト１３０が無料ユーザである場合）には、図９Ｅのメディア表現記述を伝送することによ
って、高品質のビデオは、「StartTime」属性によって定義された時間から、「SegmentCo
unt」属性によって定義された部分だけ再生可能とする。
【０１０６】
　図９Ｆは、コンテンツに広告が挿入される場合のメディア表現記述を図示している。図
９Ｆを参照すれば、メディア表現記述は、「StartTime」属性が異なる広告コンテンツ及
びメインコンテンツに係わる情報を含んでもよい。メディア表現記述は、「００：００：
００」から「００：０２：００」まで再生されるビット率が「５０００００」である広告
コンテンツに係わる情報、及び「００：０２：００」から再生されるビット率が、「１０
０００００」、「２００００００」、「３００００００」及び「４００００００」のメイ
ンコンテンツに係わる情報を含んでもよい。サーバ１２０が広告コンテンツを１つのビッ
ト率によってエンコーディングしてクライアント１３０に提供し、広告コンテンツと「St
artTime」属性を異にするメインコンテンツは、４種の異なるビット率によってエンコー
ディングしてクライアント１３０に提供する場合、図９Ｆのメディア表現記述が、サーバ
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１２０からクライアント１３０に伝送される。
【０１０７】
　図９Ｇは、本発明の一実施形態による広告コンテンツに係わる情報を含むメディア表現
記述を図示している。メインコンテンツを提供するサーバと、広告コンテンツを提供する
サーバとが異なってもよい。言い換えれば、クライアント１３０が、メインコンテンツは
、図５Ａのサーバ１２０から提供され、広告コンテンツは、図５Ａのサーバ１２０ではな
い他のサーバから受信する場合、広告コンテンツに係わる情報を含むメディア表現記述は
、広告コンテンツのＵＲＬ情報を含んでもよい。図９Ｇに図示されているように、１つの
品質に符号化された広告コンテンツのＵＲＬ情報が、メディア表現記述に含まれてもよい
。
【０１０８】
　図９Ｈは、本発明の一実施形態による言語情報及び字幕情報を含むメディア表現記述を
図示している。図９Ｈを参照すれば、オーディオデータは、多重言語に係わる情報を含ん
でもよい。「ＩＤ」属性が「４」及び「５」である多重言語のオーディオデータに係わる
情報が、メディア表現記述に含まれ、「ＩＤ」属性が「６」及び「７」である多重言語の
字幕に係わる情報がメディア表現記述に含まれてもよい。
【０１０９】
　オーディオデータは、もちろん字幕も、時間によって複数の部分に分割されるので、ス
トリーミング最中に、オーディオデータ及び字幕を異なる言語のオーディオデータ及び字
幕に変更することができる。
【０１１０】
　再び図５Ａを参照すれば、ステップ５３０でクライアント１３０は、複数のメディアデ
ータのうち少なくとも１つのメディアデータの伝送をサーバ１２０に要請する。クライア
ント１３０は、複数のメディアデータに係わる情報を参照し、ストリーミング環境に適し
た品質にエンコーディングされた少なくとも１つのメディアデータを選択してサーバ１２
０に要請する。クライアント１３０は、所定のメディアデータの伝送を要請するＨＴＴＰ
要請をサーバ１２０に伝送することができる。クライアント１２０の要請によってサーバ
１２０は、メディアデータを伝送する。コンテンツを所定の品質にエンコーディングし、
時間に基づいて分割して生成された少なくとも１つの部分を、クライアント１２０に伝送
することができる。ＨＴＴＰ要請に対するＨＴＴＰ応答として、要請されたメディアデー
タをクライアント１２０に伝送することができる。
【０１１１】
　図５Ｂは、本発明のさらに他の実施形態によるストリーミング方法について説明するた
めのフローチャートである。
【０１１２】
　図５Ｂを参照すれば、ステップ５１２でクライアント１３０は、所定のコンテンツに係
わる情報の伝送をサーバ１２０に要請し、サーバ１２０からコンテンツに係わる情報が伝
送される。所定のコンテンツに係わる情報の伝送を要請するＨＴＴＰ要請をサーバ１２０
に伝送し、これに対するＨＴＴＰ応答として、コンテンツに係わる情報を受信する。コン
テンツに係わる情報を含むＸＭＬファイルを受信することができる。
【０１１３】
　ステップ５２２でクライアント１３０は、ステップ５１２で受信されたコンテンツに係
わる情報に基づいて、複数のメディアデータに係わる情報をサーバ１２０に要請する。メ
ディア表現記述を、ＨＴＴＰ要請を介してサーバ１２０に要請し、ＨＴＴＰ応答として、
メディア表現記述を受信することができる。
【０１１４】
　ステップ５３２でクライアント１３０は、ステップ５２２で受信した複数のメディアデ
ータに係わる情報に基づいて、選択されたメディアデータのヘッダを要請する。ステップ
５２２で受信した情報に基づいて、複数のメディアデータのうち、ストリーミング環境に
適した少なくとも１つのメディアデータを選択し、選択したメディアデータのヘッダを要
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請する。ステップ５２２で受信した複数のメディアデータに係わる情報を参照し、選択し
たメディアデータのヘッダを要請する。サーバ１２０は、要請に対する応答として、選択
されたメディアデータのヘッダファイルをクライアント１３０に伝送する。
【０１１５】
　ステップ５４２でクライアント１３０は、ステップ５２２で受信した複数のメディアデ
ータに係わる情報、及びステップ５３２で受信したヘッダに基づいて、選択したメディア
データの伝送をサーバ１２０に要請する。コンテンツを所定の比率でエンコーディング、
及び時間分割して生成された少なくとも１つの部分の伝送をサーバ１３０に要請し、サー
バ１２０は、要請された少なくとも１つの部分をクライアント１３０に伝送する。
【０１１６】
　図１０Ａないし図１０Ｃは、本発明の一実施形態による複数のメディアデータを図示し
ている。図１０Ａないし図１０Ｃは、図５Ａ及び図５Ｂによるストリーミング方法を遂行
するために、サーバ１２０が保有する複数のメディアデータを図示している。
【０１１７】
　図１０Ａを参照すれば、ストリーミング環境に適切なストリーミングのために、サーバ
１２０は、１つのコンテンツを複数の異なる品質にエンコーディングすることで生成され
た複数のメディアデータ１０１０ないし１０３０を保有することができる。「Track１」
、「Track２」、…、「TrackＮ」が複数のメディアデータである。また、それぞれのメデ
ィアデータは、それぞれのメディアデータを時間に基づいて分割して生成された少なくと
も１つの部分を含んでもよい。「Slice１－１．ａｓ」、「Slice１－２．ａｓ」、「Slic
e１－３．ａｓ」、「Slice２－１．ａｓ」、「Slice２－２．ａｓ」、「Slice２－３．ａ
ｓ」、「SliceＮ－１．ａｓ」、「SliceＮ－２．ａｓ」、「SliceＮ－３．ａｓ」などが
少なくとも１つの部分である。
【０１１８】
　またサーバ１２０は、クライアント１３０が複数のメディアデータにアクセスするため
に必要な情報１０４０を保有することができる。コンテンツに係わる情報として、「CadM
eta．ｘｍｌ」ファイル、複数のメディアデータに係わる情報として、「MainMeta．ｘｍ
ｌ」ファイルを保有することができ、複数のメディアデータのヘッダとして、「Head１．
ｒｅｆ」、「Head２．ｒｅｆ」のファイルなどを保有することができる。「Head１．ｒｅ
ｆ」は、「Track１」のヘッダファイルであって、「Head２．ｒｅｆ」は、「Track２」の
ヘッダファイルである。
【０１１９】
　「CadMeta．ｘｍｌ」は、ＯＩＰＦ標準によるＣＡＤファイルであって、「MainMeta．
ｘｍｌ」は、前述のメディア表現記述であってもよい。また、「Head１．ｒｅｆ」、「He
ad２．ｒｅｆ」のファイルは、選択的な要素であり、ヘッダが複数のメディアデータ１０
１０ないし１０３０に含まれている場合には、存在しないこともある。
【０１２０】
　図１０Ｂを参照すれば、クライアント１３０が複数のメディアデータにアクセスするた
めに必要な情報１０４２は、「NextMeta．ｘｍｌ」をさらに含んでもよい。前述のように
、「NextMeta．ｘｍｌ」は、現在再生中であるコンテンツに続いて再生される次のコンテ
ンツのメディア表現記述であってもよい。前述のように、現在再生中のメディア表現記述
、すなわち、「MainMeta．ｘｍｌ」ファイルは、続いて再生するコンテンツのメディア表
現記述のＵＲＬ情報を含んでいるが、これに基づいてクライアント１３０は、「NextMeta
．ｘｍｌ」ファイルにアクセスすることができる。
【０１２１】
　図１０Ｃを参照すれば、複数のメディアデータのヘッダは、１つのファイル１０５０と
して存在しうる。ヘッダファイルが複数のメディアデータそれぞれについて、複数で存在
するのではなく、１つのヘッダファイル１０５０として、複数のメディアデータにアクセ
スするために必要な情報１０４４に含まれてもよい。
【０１２２】
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　例えば、複数のメディアデータそれぞれが、ＭＰＥＧ－２によるエレメンタリーストリ
ーム（elementary stream）に対応するとき、複数のメディアデータのヘッダは、ＰＡＴ
（program association table）及びＰＭＴ（program map table）のうち、少なくとも一
つを含む１つのヘッダファイル１０５０であってもよい。ＰＡＴ及びＰＭＴのうち、少な
くとも一つを複数のメディアデータ１０１０ないし１０３０と分離し、１つのヘッダファ
イル１０５０を作り、メディア表現記述は、このヘッダファイル１０５０を指示（pointi
ng）する情報を含んでもよい。ヘッダファイル１０５０の指示情報は、ヘッダファイル１
０５０のＵＲＬ情報でもあり、ＭＰＥＧ－２伝送ストリーム（transport stream）で、ヘ
ッダファイル１０５０を含んでいるパケットを特定するための情報でもある。
【０１２３】
　前述のステップ５３２でクライアント１３０は、メディア表現記述を参照し、ヘッダフ
ァイル１０５０に指示情報を獲得し、指示情報に基づいて、ヘッダファイル１０５０を要
請することができる。指示情報にヘッダファイル１０５０を要請して受信した後、ヘッダ
ファイル１０５０に含まれているＰＡＴ及びＰＭＴのうち少なくとも一つに基づいて、複
数のメディアデータのうち少なくとも一つを選択し、選択したメディアデータをサーバ１
２０に要請する。ＰＡＴ及びＰＭＴは、複数のメディアデータ１０１０ないし１０３０の
全体リストを含む。
【０１２４】
　ＭＰＥＧ－２によれば、ＰＡＴ及びＰＭＴで定義されるＰＩＤ（packet ＩＤ）は、エ
レメンタリーストリームによって異なる。従って、複数のメディアデータそれぞれに割り
当てられるＰＩＤは、異なる。しかし、他の実施形態によれば、１つのコンテンツを異な
る品質にエンコーディングすることで生成された複数のメディアデータは、同じコンテン
ツに係わるエレメンタリーストリームであるから、ＰＩＤが同一に設定されもする。
【０１２５】
　複数のメディアデータ１０１０ないし１０３０が、ＭＰＥＧ－２による複数のエレメン
タリーストリームに対応する場合、複数のメディアデータ１０１０ないし１０３０それぞ
れは、複数の連続したＰＥＳ（packetized elementary stream）を含んでもよい。
【０１２６】
　複数のメディアデータは、１つのコンテンツを異なる品質にエンコーディングすること
で生成されたものであるので、複数のメディアデータそれぞれに含まれたＰＥＳのＰＴＳ
（presentation time stamp）及び／またはＤＴＳ（decoding time stamp）は、メディア
データの再生時間によって整列される（aligned）。言い換えれば、第１メディアデータ
の最初のＰＥＳと、第２メディアデータの最初のＰＥＳとが同じ時間に再生されるコンテ
ンツであるならば、ＰＴＳ及び／またはＤＴＳが同一に設定される。
【０１２７】
　図１１Ａは、本発明のさらに他の実施形態によるストリーミング方法について説明する
ためのフローチャートである。
【０１２８】
　図１１Ａを参照すれば、ステップ１１１０でクライアント１３０は、複数のメディアデ
ータに係わる情報をサーバ１２０に要請する。メディア表現記述を、ＨＴＴＰ要請を介し
てサーバ１２０に要請し、ＨＴＴＰ応答として、メディア表現記述を受信することができ
る。クライアント１３０は、ストリーミング環境に適切なストリーミングを遂行するため
に、１つのコンテンツを複数の異なる品質にエンコーディングすることで生成された複数
のメディアデータに係わる情報を、サーバ１２０に要請して受信する。コンテンツに係わ
る情報の要請及び受信なしに、複数のメディアデータに係わる情報の要請及び受信が遂行
されるという点が、図５Ａに図示された実施形態と異なる。
【０１２９】
　ステップ１１２０でクライアント１３０は、複数のメディアデータのうち、少なくとも
１つのメディアデータの伝送をサーバ１２０に要請する。クライアント１３０は、複数の
メディアデータに係わる情報を参照し、ストリーミング環境に適した品質にエンコーディ



(20) JP 6177839 B2 2017.8.9

10

20

30

40

50

ングされた少なくとも１つのメディアデータを選択してサーバ１２０に要請し、要請され
たメディアデータをサーバ１２０から受信する。
【０１３０】
　図１１Ｂは、本発明のさらに他の実施形態によるストリーミング方法について説明する
ためのフローチャートである。
【０１３１】
　図１１Ｂを参照すれば、ステップ１１１２でクライアント１３０は、複数のメディアデ
ータに係わる情報をサーバ１２０に要請し、要請に対する応答として、複数のメディアデ
ータに係わる情報をサーバ１２０から受信する。メディア表現記述を、ＨＴＴＰ要請を介
してサーバ１２０に要請し、ＨＴＴＰ応答として、メディア表現記述を受信することがで
きる。
【０１３２】
　ステップ１１２２でクライアント１３０は、ステップ１１１２で受信した複数のメディ
アデータに係わる情報に基づいて、選択したメディアデータのヘッダを要請する。ステッ
プ５２２で受信された複数のメディアデータに係わる情報を参照し、ストリーミング環境
によって選択したメディアデータのヘッダを要請する。サーバ１２０は、要請に対する応
答として、選択されたメディアデータのヘッダを含むファイルをクライアント１３０に伝
送する。
【０１３３】
　ステップ１１３２でクライアント１３０は、ステップ１１１２で受信した複数のメディ
アデータに係わる情報、及びステップ１１２２で受信したヘッダに基づいて選択したメデ
ィアデータの伝送をサーバ１２０に要請する。コンテンツを所定の比率でエンコーディン
グ、及び時間分割して生成された少なくとも１つの部分の伝送をサーバ１３０に要請し、
サーバ１２０は、要請された少なくとも１つの部分をクライアント１３０に伝送する。
【０１３４】
　図１２Ａ及び図１２Ｂは、本発明の他の実施形態による複数のメディアデータを図示し
ている。図１２Ａ及び図１２Ｂは、図１１Ａ及び図１１Ｂによるストリーミング方法を遂
行するために、サーバ１２０が保有する複数のメディアデータを図示している。
【０１３５】
　図１２Ａを参照すれば、図１０Ａに図示された実施形態と同様に、ストリーミング環境
に適切なストリーミングのためにサーバ１２０は、１つのコンテンツを複数の異なる品質
にエンコーディングすることで生成された複数のメディアデータ１０１０ないし１０３０
を保有することができる。
【０１３６】
　クライアント１３０が複数のメディアデータにアクセスするために必要な情報１２４０
だけ異なるが、図１０Ａに図示された実施形態とは異なり、サーバ１２０は、コンテンツ
に係わる情報を除外した複数のメディアデータに係わる情報だけ含んでもよい。この場合
、クライアント１３０は、コンテンツに係わる情報を、サーバ１２０ではない他のエンテ
ィテイから受信し、コンテンツに係わる情報に基づいて、サーバ１２０が保有している複
数のメディアデータにアクセスすることが可能である。
【０１３７】
　図１２Ｂを参照すれば、クライアント１３０が複数のメディアデータにアクセスするた
めに必要な情報１２４２は、図１２Ａの情報１２４０に、「NextMeta．ｘｍｌ」をさらに
含んでもよい。
【０１３８】
　図１３は、本発明の一実施形態によるデータ伝送装置１３００に係わるブロック図であ
る。
【０１３９】
　本発明の一実施形態によるデータ伝送装置１３００は、獲得部１３１０、生成部１３２
０及び伝送部１３３０を備える。
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【０１４０】
　獲得部１３１０は、同じコンテンツを異なる品質にエンコーディングすることで生成さ
れた複数個のメディアデータを獲得する。複数個のメディアデータは、所定のコンテンツ
を異なる方式でエンコーディングするか、あるいは同じ方式でエンコーディングするが、
エンコーディング・パラメータを異にして生成されたものであってもよい。その場合、複
数個のメディアデータは、異なる特徴を有する。一例として、複数個のメディアデータは
、ビット率（bit rate）、解像度（resolution）、コーデック（codec）が異なる。
【０１４１】
　複数個のメディアデータは、同じコンテンツから生成されたものであるので、相互間に
スイッチングが可能である。ユーザは、高解像度のメディアデータを使用時に通信環境が
悪化すれば、同じコンテンツから生成された低解像度のメディアデータにスイッチングす
ることができる。メディアデータ間のスイッチングは、セグメント単位で遂行されてもよ
い。
【０１４２】
　セグメントは、エンコーディングされたコンテンツを、時間分割して生成される。従っ
て、１つのメディアデータは、一つ以上のセグメントを含み得る。ユーザが、第１メディ
アデータ内の「Ａ」番目のセグメントを使用していて、他の品質を有する第２メディアデ
ータを再生しようとすれば、第１メディアデータ内の「Ａ」番目のセグメントに対応する
第２メディアデータ内のセグメントを受信して使用するのである。
【０１４３】
　生成部１３２０は、少なくとも１つのセグメントそれぞれのランダムアクセスが可能な
ポイントを示す位置情報を生成する。生成部１３２０は、１つの位置情報だけを生成し、
１つの位置情報にあらゆるセグメントでのランダムアクセス・ポイント情報を含めること
ができるが、それぞれのセグメントに対応する複数個の位置情報を生成することができる
。後者の場合、１つの位置情報には、ただ対応するセグメント内のランダムアクセス・ポ
イントの位置だけを含むのである。
【０１４４】
　他の実施形態において、図３２Ｃに図示されているように、生成部１３２０は、少なく
とも１つの他のセグメントの位置情報を含む少なくとも１つのセグメントを生成する。
【０１４５】
　セグメントは、一つ以上のデータユニットから構成され、生成部１３２０は、位置情報
をデータユニット内の所定位置に挿入することができる。
【０１４６】
　位置情報を伝送する方法は、実施形態によって多様である。以下、位置情報を伝送する
方法に係わる例として、４種を提示するが、本願発明は、それらに限定されるものではな
い。
【０１４７】
　ｉ）ＭＰＥＧ ２標準によってエンコーディングされたメディアデータの場合、伝送パ
ケット（transport packet）の「adaptation field」内に位置した「private＿data＿byt
es」フィールドに位置情報を挿入して伝送することができる。「private＿data＿bytes」
フィールドは、ＴＳレベルで、付加的なフレーム情報を提供するためのフィールドである
。これについての詳細な説明は、図２６Ａを利用して後述する。
【０１４８】
　ｉｉ）伝送パケット（transport packet）の「adaptation field」内に位置した「adap
tation＿field＿extension」フィールドに位置情報を挿入して伝送することができる。「
adaptation＿field＿extension」フィールドには、ユーザが新たに定義して使用できる「
reserved」領域が存在し、「reserved」領域を介して位置情報を伝送する。これについて
の詳細な説明は、図２６Ｂを利用して後述する。
【０１４９】
　ｉｉｉ）既存に存在するセクション内の所定のフィールドを介して、本願発明による位
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置情報を伝送する。一例として、ＭＰＥＧ－２では、ＴＳ＿description＿sectionを定義
しており、ＴＳ＿description＿sectionは、「descriptor」フィールドを介して、多様な
記述を提供する。本願発明による位置情報は、記述を介して伝送することができる。これ
についての詳細な説明は、図２６Ｃ及び図２６Ｄを参考にして後述する。
【０１５０】
　ｉｖ）新たなセクションを定義し、新たに定義されたセクションを介して、本願発明に
よる位置情報を伝送する。セクションは、伝送ストリームを介して伝送されるデータ形式
の一つであり、主にサービス情報及びプログラム案内情報のようなサービス関連情報を含
むデータである。これについての詳細な説明は、図２６Ｅ及び図２６Ｆを利用して後述す
る。
【０１５１】
　ｖ）ＭＰＥＧ ４標準によってエンコーディングされたメディアデータの場合、「Ｍｏ
ｏｆ」ボックスまたは、「Ｍｏｏｖ」ボックスに位置情報を挿入する。以下、説明の便宜
のために、パケットを基準にして説明する。しかし、本発明は、ＭＰＥＧ ４標準による
ボックスのように、他の標準によるエンコーディングでも同一に適用されることは、当業
者に自明である。
【０１５２】
　位置情報は、対応するセグメント内でのランダムアクセスが可能なポイントを指示する
方式によって、異なる構造を有することができる。本明細書では、３種タイプの位置情報
について説明する。しかし、位置情報は、これに限定されるものではない。
【０１５３】
　第１タイプの位置情報は、対応するセグメント内のランダムアクセスが可能な次のパケ
ットの位置を示す第１オフセット情報を含む。第１タイプの位置情報は、ランダムアクセ
スが可能なそれぞれのパケット内の所定位置に配置されるのである。第１タイプの位置情
報に係わる詳細な説明は、図１５及び図２０で後述する。
【０１５４】
　第２タイプの位置情報は、対応するセグメント内のランダムアクセスが可能なあらゆる
パケットの位置を示す第２オフセット情報を含む。第２タイプの位置情報は、１つのパケ
ットにいずれも含まれるか、あるいは連続する複数個のパケットにまたがって含まれても
よい。一例として、セグメントの開始から連続する複数個のパケットに第２タイプの位置
情報が含まれてもよい。第２タイプの位置情報に係わる詳細な説明は、図１７及び図２４
で後述する。
【０１５５】
　第３タイプの位置情報は、対応するセグメント内のあらゆるアクセスユニットについて
の位置情報を示す第３オプション情報を含む。第３タイプの位置情報は、アクセスユニッ
トのタイプ別位置を含むので、ランダムアクセスが可能ではないアクセスユニットではな
くとも、位置が容易に分かる。第３タイプの位置情報に係わる詳細な説明は、図１９及び
図２５で後述する。
【０１５６】
　このように、異なるタイプの位置情報が使われる場合には、位置情報のタイプをシグナ
リングする必要がある。このために、生成部１３２０は、位置情報に係わるタイプ情報を
位置情報に含めることができる。
【０１５７】
　伝送部１３３０は、位置情報を伝送する。前述のように位置情報は、対応するセグメン
ト内の所定パケットに挿入され、伝送部１３３０は、位置情報が挿入されたセグメントを
含むメディアデータを伝送することができる。
【０１５８】
　図１４は、本発明の一実施形態によるデータ受信装置１４００に係わるブロック図を示
している。
【０１５９】
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　本発明の一実施形態によるデータ受信装置１４００は、受信部１４１０、獲得部１４２
０及び提供部１４３０を備える。
【０１６０】
　受信部１４１０は、同じコンテンツを異なる品質にエンコーディングすることで生成さ
れた複数個のメディアデータのうち、少なくとも一つを受信する。複数個のメディアデー
タは、エンコーディングされたコンテンツを時間分割した部分である一つ以上のセグメン
トを含む。
【０１６１】
　受信部１４１０は、コンテンツを異なる品質にエンコーディングすることで生成された
複数のメディアデータに係わる情報を含むファイルをまず受信した後、ユーザの選択また
は外部環境に基づいて、複数個のメディアデータのうち一つ以上のメディアデータを選択
的に受信することができる。
【０１６２】
　獲得部１４２０は、少なくとも１つのセグメントそれぞれのランダムアクセスが可能な
ポイントを示す位置情報を獲得する。位置情報は、自体が搭載されたセグメント内のラン
ダムアクセス・ポイントについての情報だけを含むか、あるいは自体が搭載されていない
セグメントのランダムアクセス・ポイントについての情報までいずれも含んでもよい。以
下では、説明の便宜のために、位置情報自体が搭載されたセグメント内のランダムアクセ
ス・ポイントについての情報だけを含むと仮定する。
【０１６３】
　セグメントは、一つ以上のパケット（例えば、ＭＰＥＧ ２ＴＳパケットまたはＭＰＥ
Ｇ ４ボックス）から構成され、獲得部１４２０は、セグメント内の所定パケットにアク
セスして位置情報を獲得する。
【０１６４】
　獲得部１４２０が位置情報を獲得する方法は、位置情報のタイプによって異なることが
可能であるので、獲得部１４２０は、まず位置情報に係わるタイプ情報を獲得する。
【０１６５】
　第１タイプの位置情報の場合、獲得部１４２０は、セグメント内の特定パケット（例え
ば、最初のパケット）にアクセスする。獲得部１４２０は、アクセスしたパケット内の所
定位置から（例えば、「private＿data＿bytes」フィールド）、ランダムアクセスが可能
な次のパケットの位置を獲得する。獲得部１４２０は、アクセスしたパケット内の所定の
位置から、ランダムアクセスが可能なその次のパケットの位置を獲得する。獲得部１４２
０は、かような方式で、ランダムアクセスが可能なパケットに順次にアクセスし、次のラ
ンダムアクセス・ポイントの位置を獲得する。
【０１６６】
　第２タイプの位置情報の場合、獲得部１４２０は、セグメント内の一つ以上の所定パケ
ットの位置情報を獲得する。実施形態によっては、第２タイプの位置情報が、複数個の連
続するパケットにまたがって含まれもする。その場合、獲得部１４２０は、複数個のパケ
ットから位置情報を獲得して組み合わせる。第２タイプの位置情報が獲得されれば、当該
セグメント内では、位置情報をさらに獲得する必要がない。しかし、位置情報がアップデ
ートされたり、あるいはエラーが発生した場合に備え、アップデートされた後の特定パケ
ットに位置情報を挿入したり、あるいは所定周期のパケットごとに位置情報を挿入したり
もする。
【０１６７】
　第３タイプの位置情報の場合、獲得部１４２０は、セグメント内の一つ以上の所定パケ
ットの位置情報を獲得する。実施形態によっては、第３タイプの位置情報が、複数個の連
続するパケットにまたがって含まれもする。その場合、獲得部１４２０は、複数個のパケ
ットから位置情報を獲得して組み合わせる。第３タイプの位置情報は、位置情報がセグメ
ント内のあらゆるアクセスユニット（access unit）（例えば、Ｐフレーム、Ｂフレーム
、Ｉフレーム）についての位置情報を示す第３オフセット情報を含むので、必要によって
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は、ランダムアクセスが不可能なアクセスユニットに選択的にアクセスすることもある。
【０１６８】
　提供部１４３０は、位置情報を利用して受信されたメディアデータに係わるランダムア
クセスを提供する。
【０１６９】
　従来には、「random＿access＿indicator」フィールドを利用してランダムアクセス機
能を支援した。従って、クライアントでは、所望のランダムアクセス・ポイントを検出す
るまで、パケットを一つ一つ検索せねばならない。しかし、本願発明では、ランダムアク
セス情報を特定フィールド（例えば、ＭＰＥＧ ２ＴＳパケットのヘッダ内の「private＿
data＿bytes」フィールド）を使用して提供することによって、ランダムアクセス機能を
効果的に提供することができる。
【０１７０】
　図１５Ａは、本発明の一実施形態による第１タイプの位置情報１５１０に係わる一例を
示している。
【０１７１】
　「data＿field＿tag」フィールド１５１１は、位置情報１５１０のタイプを示す。本明
細書での位置情報は、次のランダムアクセス・ポイントを指示する第１オフセット情報、
あらゆるランダムアクセス・ポイントを指示する第２オフセット情報、あらゆるアクセス
ユニットの位置を指示する第３オフセット情報のうち１つのタイプであると仮定する。
【０１７２】
　「data＿field＿length」フィールド１５１２は、フィールド長を示す。
【０１７３】
　「offset」フィールド１５１３は、１６ビットから構成され、現在パケットからランダ
ムアクセスが可能な次のパケットまでのパケット個数を示す。図１５Ａでは、「offset」
フィールド１５１３にパケット個数が含まれたが、次のランダムアクセス・ポイントを示
すことができるいかなる値（例えば、次のランダムアクセス・ポイントまでのバイト数、
次のランダムアクセス・ポイントのＰＴＳ、ＤＴＳ、メディアのglobal time、フレーム
番号）が含まれてもよい。
【０１７４】
　図１５Ｂは、本発明の実施形態による第１タイプの位置情報１５２０についての他の例
を示している。
【０１７５】
　「data＿field＿tag」フィールド１５２１は、位置情報１５２０のタイプを示す。
【０１７６】
　「data＿field＿length」フィールド１５２２は、フィールド長を示す。
【０１７７】
　「ＰＴＳ」フィールド１５２３は、「ＴＳ＿index」フィールド１５２４が示すパケッ
トが提供するフレームのＰＴＳを示す。一実施形態では、「ＰＴＳ」フィールド１５２３
が、メディアのglobal timeを示すこともできる。
【０１７８】
　「ＴＳ＿index」フィールド１５２４は、現在パケットからランダムアクセスが可能な
次のパケットまでのパケット個数を示す。
【０１７９】
　図１６は、本発明の一実施形態による位置情報１５１０，１５２０を利用し、ランダム
アクセスを提供する一例を示している。
【０１８０】
　図１６は、１つのセグメント内のパケットを示し、位置情報１５１０，１５２０は、第
１タイプである。
【０１８１】
　図１６では、位置情報１５１０，１５２０がランダムアクセスが可能なパケットにのみ
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含まれると仮定する。また、セグメント内の最初のパケットは、ランダムアクセスが可能
なパケットであると仮定する。
【０１８２】
　獲得部１４２０は、最初のパケット内の「Private＿data＿bytes」フィールドにアクセ
スして位置情報を獲得する。最初のパケットから獲得した位置情報には、次のランダムア
クセス・ポイントに係わるオフセット情報が含まれている。
【０１８３】
　最初のパケットから順次にパケットを処理し、ユーザにコンテンツを提供していて、ユ
ーザが特定位置へのジャンプを要請したと仮定する。ジャンプ後の再生は、必ずランダム
アクセス・ポイントから開始されなければならないなので、獲得された位置情報から次の
ランダムアクセス・ポイントの位置を確認し、当該パケットにアクセスする。この後、ア
クセスしたパケットから順次にパケットを処理してデータを再生する。
【０１８４】
　図１７Ａは、本発明の一実施形態による第２タイプの位置情報１７１０に係わる一例を
示している。第２タイプの位置情報１７１０は、１つのセグメント内のあらゆるランダム
アクセス・ポイントを指示する。
【０１８５】
　位置情報１７１０は、１つのパケットに搭載されるが、場合によっては、連続する複数
個のパケット内の特定フィールドに搭載されもする。位置情報１７１０が、パケット内の
データを搭載できる空間をいずれも占める場合には、当該パケットにペイロードデータが
ないこともある。パケットは、ＰＩＤを介してペイロードに含まれたデータを識別する。
従って、ＰＩＤを利用し、当該パケットが位置情報を含むか否かを確認することができる
。
【０１８６】
　「data＿field＿tag」フィールド１７１１は、位置情報１７１０のタイプを示す。
【０１８７】
　「data＿field＿length」フィールド１７１２は、フィールド長を示す。
【０１８８】
　「ＲＡＰ＿index＿finish＿flag」フィールド１７１３は、現在のパケットで、「ＲＡ
Ｐ＿index」データが終わっているか否かを示す。前述のように位置情報１７１０は、複
数個のパケットにまたがって存在し、「ＲＡＰ＿index＿finish＿flag」フィールド１７
１３が、「０」であるならば、次のパケットに位置情報１７１０が含まれ、「ＲＡＰ＿in
dex＿finish＿flag」フィールド１７１３が、「１」であるならば、次のパケットに位置
情報１７１０が含まれないということを示す。
【０１８９】
　「ＰＴＳ」フィールド１７１４は、後述する「ＴＳ＿index」フィールド１７１５が示
すパケットから始まるフレームのＰＴＳ（またはメディアのglobal time）を示す。「Ｔ
Ｓ＿index」フィールド１７１５は、それぞれのランダムアクセス・ポイントに係わるイ
ンデックスを示す。「ＴＳ＿index」フィールド１７１５は、ランダムアクセス・ポイン
トの位置を、パケットの個数、バイト数などを利用して示すことができる。図１７Ａでｎ
は、セグメント内の「ランダムアクセス・ポイントの個数－１」である。従って、位置情
報１７１０には、「ＰＴＳ」フィールド１７１４と、「ＴＳ＿index」フィールド１７１
５とが「ｎ＋１」回反復して存在する。
【０１９０】
　図１７Ｂは、本発明の一実施形態による第２タイプの位置情報１７２０に係わる一例を
示している。第２タイプの位置情報１７２０は、１つのセグメント内のあらゆるランダム
アクセス・ポイントを指示する。
【０１９１】
　「data＿field＿tag」フィールド１７２１は、位置情報１７２０のタイプを示す。
【０１９２】
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　「data＿field＿length」フィールド１７２２は、フィールド長を示す。
【０１９３】
　「ＲＡＰ＿count」フィールド１７２３は、セグメント内の全体ランダムアクセス・ポ
イントの個数を示す。
【０１９４】
　「ＰＴＳ」フィールド１７２４は、後述する「ＴＳ＿index」フィールド１７２５が示
すパケットから始まるフレームのＰＴＳ（またはメディアのglobal time）を示す。「Ｔ
Ｓ＿index」フィールド１７２５は、現在パケットからランダムアクセスが可能な次のパ
ケットの開始までのパケットの個数を示す。
【０１９５】
　図１７Ｃは、本発明の一実施形態による位置情報に係わる他の例を示している。
【０１９６】
　図１７Ｃは、メディアデータを構成するセグメントについてのインデックスである。図
１７Ｃでは、本願発明による位置情報をセグメント・インデックスに挿入し、セグメント
・インデックスを、「private＿data＿field」を介して伝送する。図１７Ｃでは、本願発
明の位置情報と関連していないフィールドについての説明は省略する。
【０１９７】
　「segment＿contains＿ｒａｐ」フィールド１７３１は、セグメント内に少なくとも１
つのランダムアクセス・ポイントが存在するか否かを示す。
【０１９８】
　「segment＿starts＿with＿ｒａｐ」フィールド１７３２は、セグメントの最も近いア
クセスポイントが、ランダムアクセス・ポイントであるか否かを示す。すなわち、セグメ
ントの開始が、ランダムアクセス・ポイントであるか否かを示す。
【０１９９】
　「number＿entries」フィールド１７３３は、ランダムアクセス・ポイントの個数を示
す。
【０２００】
　「direction」フィールド１７３４は、現在位置からランダムアクセス・ポイントが存
在する方向を示す（例えば、以前のランダムアクセス・ポイント、またはそれ以後のラン
ダムアクセス・ポイント）。
【０２０１】
　「reference type」フィールド１７３５は、ランダムアクセス・ポイントをインデクシ
ングするときに基準になるパケットのタイプを決定する。次の表１は、「reference type
」フィールド１７３５による基準パケットのタイプに係わる一例である。
【０２０２】
【表１】

【０２０３】
　「offset flags」フィールド１７３６は、オフセット値のタイプを示す。次の表２は、
「offset flags」フィールド１７３６値によるオフセット値のタイプに係わる一例である
。
【０２０４】
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【表２】

【０２０５】
　「offset flags」フィールド１７３６の値が「００」であり、オフセットを示すフィー
ルドの値が「３」であるならば、オフセット値は、８＊３＝２４ビットになる。
【０２０６】
　「ｒａｐ＿size＿present＿flag」フィールド１７３７は、セグメントエントリー内に
ランダムアクセスの位置を示す情報が含まれているか否かを示す。
【０２０７】
　「ｒａｐ＿size」フィールド１７３８は、ランダムアクセス・ユニットを完全に出コー
ディングするために読み取らねばならない連続的な伝送ストリームパケットの個数を示す
。すなわち、現在パケットから次のランダムアクセス・ポイントまでに存在するパケット
の個数を示す。このとき、「ｒａｐ＿size」フィールド１７３８が示すパケットの個数は
、アクセスユニットの最初のパケットと最後のパケットとの間に存在するＰＩＤが異なる
あらゆるパケットを含む。図１８は、本発明の一実施形態による位置情報１７１０，１７
２０を利用してランダムアクセスを提供する一例を示している。
【０２０８】
　獲得部１４２０は、最初のパケット（または、連続する一つ以上のパケット）内の「Pr
ivate＿data＿bytes」フィールドにアクセスし、位置情報１５１０，１５２０を獲得する
。最初のパケットから獲得した位置情報には、セグメント内のあらゆるランダムアクセス
・ポイントに係わるオフセット情報が含まれている。
【０２０９】
　最初のパケットから順次にパケットを処理し、ユーザにデータを再生していて、ユーザ
が特定位置へのジャンプを要請したと仮定する。獲得した位置情報１５１０，１５２０に
は、セグメント内のあらゆるアクセスポイントの位置が含まれているので、ユーザが要請
した位置後に存在するランダムアクセス・ポイントにアクセスし、アクセスしたパケット
から順次にパケットを処理してデータを再生する。
【０２１０】
　図１９は、本発明の一実施形態による第３タイプの位置情報１９１０に係わる一例を示
している。
【０２１１】
　「data＿field＿tag」フィールド１９１１は、位置情報１９１０のタイプを示す。
【０２１２】
　「data＿field＿length」フィールド１９１２は、フィールド長を示す。
【０２１３】
　「ＡＵ＿index＿finish＿flag」フィールド１９１３は、ＡＵ＿indexデータが、現在パ
ケットで終わっているか否かを示す。前述のように位置情報１９１０は、複数個のパケッ
トにまたがって存在し、「ＡＵ＿index＿finish＿flag」フィールド１９１３が「０」で
あるならば、次のパケットに位置情報１９１０が含まれ、「ＡＵ＿index＿finish＿flag
」フィールド１９１３が「１」であるならば、次のパケットに位置情報１９１０が含まれ
ないということを示す。
【０２１４】
　「ＴＳ＿index」フィールド１９１４は、アクセスユニットそれぞれに係わるパケット
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の位置を示す。実施形態によっては、「ＴＳ＿index」フィールド１９１４は、アクセス
ユニットそれぞれに係わる「ＡＵ＿information」フィールドの位置を示すこともある。
【０２１５】
　「ＡＵ＿coding＿type＿information」フィールド１９１５は、アクセスユニットのタ
イプを示す。一例として、「ＡＵ＿coding＿type＿information」フィールド１９１５は
、アクセスユニットが、Ｂフレーム、Ｐフレーム、Ｉフレーム、ＩＤＲフレームのうち一
つであることを示すことができる。
【０２１６】
　図２０は、本発明の一実施形態による第１タイプの位置情報２０１０についての他の例
を示している。図２０の位置情報２０１０は、一部フィールドを除外すれば、図１５Ａの
位置情報１５１０と同一であるので、異なる一部フィールドについてのみ説明する。
【０２１７】
　「dependency＿flag」（またはweighting＿flag）フィールド２０１１は、「dependenc
y」フィールド２０１３が存在するか否かを示す。「dependency＿flag」（またはweighti
ng＿flag）フィールド２０１１が「１」に設定されれば、対応するランダムアクセス・ポ
イントが示すパケットは、依存性を有する。すなわち、当該パケットは、一つ以上の他の
パケットのデータと共に処理されて再生される。
【０２１８】
　「viewing＿flag」フィールド２０１２は、「viewing」フィールド２０１４フィールド
が存在するか否かを示す。「viewing＿flag」フィールド２０１２が「１」に設定されれ
ば、対応するランダムアクセス・ポイントは、三次元映像を提供する。
【０２１９】
　「dependency」フィールド２０１３は、ランダムアクセス・ポイントに該当するパケッ
トの依存度を示す。例えば、基本階層（basis layer）と強化階層（enhancement layer）
とから構成されるスケーラブル映像成分を仮定する。基本階層は、強化階層なしにもデコ
ーディングされるために、依存度は、「０」に設定される。しかし、強化階層をデコーデ
ィングするためには、基本階層及び下位階層のデコーディングが必須である。これは、ス
ケーラブル階層が増大することにより、依存度が上昇するということを意味する。従って
、強化階層の依存度は、「１」以上に設定される。依存度と同じ概念として、加重値（we
ighting）は、依存度と反対に作用する。
【０２２０】
　「viewing」フィールド２０１４は、多視点コーディング（multi view coding）によっ
てエンコーディングされた映像（例えば、自由視点ＴＶ、多視点三次元ＴＶまたはステレ
オスコーピック（２種の視点）の映像）の視点レベルを示す。ステレオスコーピックの場
合、左視点映像を提供するパケットに対応する「viewing」フィールド２０１４は、「０
」に設定され、右視点映像を提供するパケットに対応する「viewing」フィールド２０１
４は、「１」に設定される。
【０２２１】
　図２１は、本発明の一実施形態によるスケーラブル映像データを示している。
【０２２２】
　図２１では、ｎ＋１個の映像データを提供する。「base layer」階層に該当する映像デ
ータは、単独再生が可能な低画質の映像データである。ユーザが一ステップ高い画質（ま
たは音質）の映像データを所望する場合、「enhancement layer １」階層と「base layer
」階層とに該当する映像データを処理して再生する。ただし、「enhancement layer １」
階層に該当する映像データは、単独再生が不可能である。同様に、ユーザが最も高画質の
映像データを所望する場合、「base layer」階層から「enhancement layer ｎ」階層に該
当する映像データをいずれも処理して再生する。
【０２２３】
　上位階層に位置した映像データであるほど、共に再生せねばならない映像データの個数
が多くなるので、依存度が上昇する。一方、重要度は低下するので、加重値は減少する。
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【０２２４】
　図２２は、本発明の一実施形態による位置情報２２１０，２２２０を利用し、ランダム
アクセスを提供する一例を示している。図２２は、複数個の階層から構成されたスケーラ
ブル映像データに係わるものである。
【０２２５】
　獲得部１４２０は、基本階層に該当するランダムアクセスが可能なパケット２２０１に
アクセスし、パケット２２０１内の「Private＿data＿bytes」フィールドから、位置情報
２２１０を獲得する。
【０２２６】
　位置情報２２１０内の「dependency＿flag」（またはweighting＿flag）フィールドを
介して、当該パケット２２０１がスケーラブル映像データを提供するものであることを確
認することができる。また、位置情報２２１０内の「dependency」フィールドを介して、
当該パケット２２０１の階層を確認することができる。パケット２２０１の「dependency
」フィールドは、「０」の値を有するので、パケット２２０１は、基本階層に該当する。
【０２２７】
　獲得部１４２０は、「offset」フィールドを参考にして、上位階層に該当するパケット
２２０２にアクセスし、パケット２２０２内の「Private＿data＿bytes」フィールドから
、位置情報２２２０を獲得する。図２２で、パケット２２０２の「dependency」フィール
ドは、「１」の値を有するので、パケット２２０２は、強化階層に該当する。
【０２２８】
　図２３は、本発明の一実施形態による位置情報２３１０，２３２０を利用し、ランダム
アクセスを提供する一例を示す。図２３では、左視点映像データと右視点映像データとか
ら構成されたステレオスコーピック映像データに係わるものである。
【０２２９】
　獲得部１４２０は、左視点映像データに該当するランダムアクセスが可能なパケット２
３０１にアクセスし、パケット２３０１内の「Private＿data＿bytes」フィールドから、
位置情報２３１０を獲得する。
【０２３０】
　位置情報２３１０内の「viewing＿flag」フィールドを介して、当該パケット２３０１
が三次元映像を提供するものであることを確認することができる。また、位置情報２３１
０内の「viewing」フィールドを介して、当該パケット２３０１が提供する映像データの
視点を確認することができる。パケット２３０１の「dependency」フィールドは、「０」
の値を有するので、パケット２３０１は、左視点映像データである。
【０２３１】
　獲得部１４２０は、「offset」フィールドを介して、ランダムアクセスが可能な右視点
映像データに該当するパケット２３０２にアクセスし、パケット２３０２内の「Private
＿data＿bytes」フィールドから、位置情報２３２０を獲得する。図２３で、パケット２
３０２の「viewing」フィールドは、「１」の値を有するので、パケット２３０２は、右
視点映像データである。
【０２３２】
　図２４は、本発明の一実施形態による第２タイプの位置情報２４１０についての他の例
を示している。図２４の位置情報２４１０は、一部フィールドを除外すれば、図１７Ａの
位置情報１７１０と同一であるので、以下、説明を省略する。
【０２３３】
　図２５は、本発明の一実施形態による第３タイプの位置情報２５１０についての他の例
を示している。図２５の位置情報２５１０は、一部フィールドを除外すれば、図１９の位
置情報１９１０と同一であるので、以下、説明を省略する。
【０２３４】
　図２６Ａは、本発明の一実施形態による位置情報を含むＭＰＥＧ ＴＳ（transport str
eam）の構造に係わる一例である。
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【０２３５】
　「Adaptation field」内に、「private data」を入力するフィールドが「private－dat
a－byte」として存在する。データ伝送装置１３００は、「private－data－byte」の長さ
を定義した後、「transport－private－data－length」に入力する。データ伝送装置１３
００は、「transport－private－data－length」ほど「private－data－byte」に記録す
る。「private－data－byte」は、「unsigned integer」形態の数値である。「private－
data－byte」の値は、現在あるＴＳパケットで、次のＩフレームを有するＴＳパケットの
開始位置に係わるオフセット値を意味する。ＴＳにいくつかのＩフレームが存在する場合
、それぞれのＩフレームが始まるところに、「Adaptation field」が存在する。
【０２３６】
　図２６Ｂは、本発明の一実施形態による位置情報を含むＭＰＥＧ ＴＳ（transport str
eam）の構造についての他の例である。
【０２３７】
　ＭＰＥＧ－２ ＴＳパケットのヘッダには、「adaptation＿field」が存在する。「adap
tation＿field」には、「adaptation＿field＿extension」フィールドが存在し、「adapt
ation＿field＿extension」フィールドには、ユーザが任意に定義して使用することがで
きる「reserved」領域が存在する。図２６Ｃでは、「adaptation＿field＿extension」フ
ィールドに、本願発明による位置情報が含まれるか否かを示すフラグと、次のランダムア
クセス・ポイントの位置を示すバイト値が含まれたフィールドとを挿入する。
【０２３８】
　図２６Ｂでは、説明の便宜のために、位置情報と関連したフィールドについてのみ説明
する。
【０２３９】
　「adaptation＿field＿extension＿flag」フィールド２６１１は、「adaptation＿fiel
d」内に、「adaptation＿field＿extension」フィールドが存在するか否かを示す。
【０２４０】
　「random＿access＿point＿flag」フィールド２６１２は、「adaptation＿field＿exte
nsion」フィールド内に、ランダムアクセス・ポイントの位置を示す情報が含まれている
か否かを示す。
【０２４１】
　「random＿access＿point＿count」フィールド２６１３は、ＴＳパケットで提供するラ
ンダムアクセス・ポイントの個数を示す。
【０２４２】
　「random＿access＿point＿count」フィールド２６１３が「１」の値を有せば、ＴＳパ
ケット内には、１つのランダムアクセス・ポイントの位置だけ含まれるということを意味
する。「random＿access＿point＿count」フィールド２６１３が「１」の値を有する場合
のパケットの構造に係わる一例は、図３２Ａに図示されている。図３２Ａを参考にすれば
、ＴＳパケットには、次のランダムアクセス・ポイントの位置だけ含まれ、次のランダム
アクセス・ポイントが始まるＴＳパケットで、その次のランダムアクセス・ポイントの位
置をさらに獲得せねばならない。
【０２４３】
　「random＿access＿point＿count」フィールド２６１３が、「２」以上の値を有せば、
ＴＳパケット内には、複数のランダムアクセス・ポイントの位置が含まれるということを
意味する。「random＿access＿point＿count」フィールド２６１３が、「２」以上の値を
有する場合のパケットの構造に係わる一例は、図３２Ｂに図示されている。図３２Ｂを参
考にすれば、ＴＳパケットには、複数個のランダムアクセス・ポイントの位置が含まれて
いる。従って、１つのＴＳパケットを処理し、所定区間内に存在するランダムアクセス・
ポイントの位置がいずれも分かる。
【０２４４】
　「random＿access＿point＿length」フィールド２６１４は、現在ＴＳパケットから次
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のランダムアクセス・ポイントが始まるＴＳパケットまでのバイト数を示す。
【０２４５】
　データ受信装置は、ＴＳパケットのヘッダをパージングし、「adaptation＿field＿ext
ension」フィールドに含まれた情報を獲得し、「random＿access＿indicator」フィール
ドが存在するか否かを判断する。
【０２４６】
　「random＿access＿indicator」フィールドが存在するならば、「random＿access＿poi
nt＿count」フィールド２６１３と、「random＿access＿point＿length」フィールド２６
１４とを利用することによって、ランダムアクセス・ポイントの位置を容易に把握するこ
とができる。
【０２４７】
　図２６Ｂでは、「adaptation＿field＿extension」フィールドに、本願発明による位置
情報を挿入することによって、ＴＳの構造を大きく変化させずとも、ランダムアクセス・
ポイントの位置を効率的に提供する。
【０２４８】
　図２６Ｃは、本発明の一実施形態による位置情報を含む「ＴＳ＿description＿section
」に係わる一例である。
【０２４９】
　ＭＰＥＧ ２では、プログラム情報のようなシグナリング情報を伝達するために、多様
なセクションを定義している。次の表３は、ＭＰＥＧ ２で定義するセクションに係わる
一例である。
【０２５０】
【表３】

【０２５１】
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　ＭＰＥＧでは、ＰＡＴ、ＰＭＴのような多様な形態のセクションを定義しており、それ
ぞれのセクションには、固有の「ＰＩＤ」値が割り当てられる。
【０２５２】
　また、それぞれのセクションは、「table＿ｉｄ」値が指定される。次の表４は、「tab
le＿ｉｄ」値によるセッションの種類である。
【０２５３】
【表４】

【０２５４】
　表３及び表４を参考にすれば、「table＿ｉｄ」の値が「０ｘ００」であるセクション
は、ＰＡＴであり、ＰＩＤは、「０ｘ００」である。また、「table＿ｉｄ」の値が「０
ｘ０３」であるセクションは、「ＴＳ＿description＿section」であり、ＰＩＤが「０ｘ
０２」である。「ＴＳ＿description＿section」は、多様な記述子（デスクリプタ）を提
供する。
【０２５５】
　図２６Ｃは、「ＴＳ＿description＿section」であるから、「table＿ｉｄ」フィール
ド２６３１の値が「０ｘ０３」がなる。
【０２５６】
　「descriptor」フィールド２６３２は、本願発明による位置情報が含まれる。「descri
ptor」フィールド２６３２に含まれる位置情報に係わる一例は、図２６Ｄで述べる。
【０２５７】
　図２６Ｄは、本発明の一実施形態による「ＴＳ＿description＿section（）」に挿入さ
れた位置情報を含むＴＳパケット２６４０に係わる一例である。
【０２５８】
　ＴＳパケット２６４０は、ヘッダ２６４１とペイロード領域２６４２とから構成される
。ヘッダ２６４１には、ペイロード領域２６４２に含まれたデータを識別するためのＰＩ
Ｄフィールドが存在する。
【０２５９】
　ＴＳパケット２６４０のペイロード領域２６４２には、ランダムアクセス・ポイントの
位置情報を含む「ＴＳ＿description＿section（）」が搭載される。従って、ＴＳパケッ
ト２６４０のＰＩＤは、「０ｘ０２」になり、「table＿ｉｄ」は、「０ｘ０３」になる
のである。
【０２６０】
　ランダムアクセス・ポイントの位置情報は、「descriptor＿tag」フィールド２６４３
、「descriptor＿length」フィールド２６４４、「random＿access＿point＿count」フィ
ールド２６４５及び「random＿access＿point＿offset」フィールド２６４６を含んでも
よい。
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【０２６１】
　「descriptor＿tag」フィールド２６４３は、８ビットのフィールドであり、記述子を
区分する識別子である。
【０２６２】
　「descriptor＿length」フィールド２６４４は、８ビットのフィールドであり、記述子
のバイト個数を示す。
【０２６３】
　「random＿access＿point＿count」フィールド２６４５は、ＴＳパケットで提供するラ
ンダムアクセス・ポイントの個数を示す。
【０２６４】
　「random＿access＿point＿length」フィールド２６４６フィールドは、ランダムアク
セス・ポイントの位置を示す。
【０２６５】
　図２６Ｅは、ＭＰＥＧ－２標準による「ＴＳ＿program＿map＿section」（以下、ＰＭ
Ｔ）構造に係わる一例である。
【０２６６】
　ＰＭＴは、「stream＿type」フィールド２６５１と「elementary＿ＰＩＤ」フィールド
２６５２とのマッピング情報を含む。すなわち、ＰＭＴは、特定データタイプに係わる識
別情報を提供する。
【０２６７】
　ＭＰＥＧ ２標準では、「stream＿type」フィールド２６５１の値が「０ｘ８０～０ｘ
ＦＦ」である場合をユーザが任意に使用することができる「reserved」領域として提供し
ている。従って、「０ｘ８０～０ｘＦＦ」のうち一つが、本願発明の位置情報を示すもの
であると設定できる。例えば、「stream＿type」フィールド２６５１値が「０ｘ８０」で
あるならば、当該ストリームが、本願発明の位置情報を含むと仮定することができる。
【０２６８】
　同時に、本願発明の位置情報を含むストリームの「elementary＿ＰＩＤ」を「reserved
」された値のうち一つ（例えば、「１０００」）に設定する。
【０２６９】
　もし受信機で、ランダムアクセス・ポイントについての位置情報が含まれたストリーム
を獲得しようとすれば、「elementary＿ＰＩＤ」２６５２が「１０００」であるパケット
を獲得する。
【０２７０】
　図２６Ｆは、本発明の一実施形態による「private＿section（）」に挿入された位置情
報を含むＴＳパケット２６６０に係わる一例である。
【０２７１】
　ＴＳパケット２６６０は、ヘッダ２６６１とペイロード領域２６６２とから構成される
。ヘッダ２６６１は、ペイロード領域２６６２に含まれたデータを識別するためのＰＩＤ
フィールドが存在する。ＴＳパケット２６６０のＰＩＤが「１０００」であるから、ペイ
ロード２６６２には、ランダムアクセス・ポイントについての位置情報が含まれるという
ことが分かる。
【０２７２】
　本発明の一実施形態では、「private＿section（）」を利用し、ランダムアクセス・ポ
イントについての情報を伝達すると仮定したが、実施形態によっては、既存の「private
＿section（）」ではない新たなsectionを設定したり、あるいはＴＳパケットのペイロー
ドなどに割り当てられたＰＩＤを利用し、ランダムアクセス・ポイントについての情報を
伝送することができるということは、本発明が属する技術分野で当業者には自明である。
【０２７３】
　図２６Ｆで、ＴＳパケット２６６０のペイロード領域２６６２には、「private＿secti
on（）」が含まれる。ＭＰＥＧ－２ＴＳでは、ユーザがセクションを新たに定義して使用
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することができるように、「table＿ｉｄ」が「０ｘ４０」～「０ｘＦＥ」である場合を
「reserved」領域として提供しており、「table＿ｉｄ」が「０ｘ４０」であるセクショ
ンを、「private＿section（）」と定義し、本願発明による位置情報を搭載する。
【０２７４】
　「private＿section（）」は、「table＿ｉｄ」フィールド２６６３及び「private＿da
ta＿type」フィールド２６６４を含む。
【０２７５】
　「table＿ｉｄ」フィールド２６６３は、セクションのタイプを示す。
【０２７６】
　「private＿data＿type」フィールド２６６４は、本願発明による位置情報が含まれる
。本願発明による位置情報は、「random＿access＿point＿count」フィールド２６６５及
び「random＿access＿point＿offset」フィールド２６６６を含むことができ、これにつ
いての説明は、図２６Ｄと同一であるので省略する。
【０２７７】
　図２７は、本発明の一実施形態によるデータ受信装置で、ユーザがトリックプレイを要
請した場合のサービス提供方法に係わるフローチャートを示している。図２７では、Ｉフ
レームを順次に再生することによって、トリックプレイを提供すると仮定する。
【０２７８】
　ステップ２７１０で、ユーザからトリックプレイの要請を受信する。
【０２７９】
　ステップ２７２０で、パケット内に「adaptation field」が存在するか否かを判断する
。パケット内に「adaptation field」が存在すれば、ステップ２７３０に進み、そうでは
なければ、次のパケットに「adaptation field」が存在するか否かを判断する。もしクラ
イアントが、位置情報を含むパケットの位置を知っている場合（例えば、セグメント内の
最初のパケットとして約束した場合）には、ステップ２７２０を遂行しない。
【０２８０】
　ステップ２７３０で、「adaptation field」内の「private－data－byte」から、位置
情報を獲得することによって、Ｉフレームの位置を確認する。第１タイプの位置情報が獲
得された場合には、次のＩフレームの位置だけを獲得できるのであり、第２タイプまたは
第３タイプの位置情報が獲得された場合には、セグメント内のあらゆるＩフレームの位置
を確認することができる。
【０２８１】
　以下、第１タイプの位置情報が獲得されたと仮定し、次のＩフレームオフセットを抽出
する過程について簡略に説明する。例えば、オフセット値が２４６２である場合、２４６
２の値を１６ビット値に変更した０ｘ９９Ｅを計算する。「unsigned integer」のサイズ
が４バイトであるから、「transport－private－data－length」値を４として登録する。
０ｘ９９Ｅを４バイト整数である「０ｘ００ ０ｘ００ ０ｘ０９ ０ｘ９Ｅ」に変換する
。「private－data－byte」に変換された値を入力する。反対に、「private－data－byte
」からオフセット値を抽出する方法で、「private－data－byte」がｐｄｂ［４］と宣言
された場合、オフセットは、（ｉｎｔ）（ｐｄｂ［３］＜＜２４ ｜ ｐｄｂ［２］＜＜１
６ ｜ ｐｄｂ［１］＜＜８｜ｐｄｂ［０］）と計算される。
【０２８２】
　ステップ２７４０で、次のＩフレームオフセットほどＴＳファイルを分離する。
【０２８３】
　ステップ２７５０で、セグメント内のファイルの最後であるか否かを判断する。セグメ
ントファイルの最後ではない場合、ステップ２７３０に移動し、再び次のＩフレームを抽
出する。セグメントファイルの最後である場合、ステップ２７２０に移動し、次のセグメ
ントについて同じ過程を遂行する。
【０２８４】
　図２８は、本発明の他の実施形態によるＭＰＥＧ ＴＳ（transport stream）で、Ｉフ
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レームを見い出すためのＴＳパケットの構造を図示している。
【０２８５】
　「Adaptation field」は、ＴＳヘッダの一部分であり、ＴＳ関連追加情報を入力する選
択的なフィールドである。「Adaptation field」は、さまざまなパラメータを有し、その
うち、ユーザが任意に使用することができる「private data field」が存在する。「tran
sport＿private＿data＿length」は、「Adaptation field」内に存在する「private data
 field」のサイズ知らせるパラメータである。「private＿data＿byte」は、ユーザが任
意に定義したデータを保存する空間である。クライアントは、「transport＿private＿da
ta＿length」と「private＿data＿byte」とを利用し、ＭＰＥＧ ＴＳで、次のＩフレーム
の開始位置を計算することができる。
【０２８６】
　図２９は、本発明の一実施形態による、ＭＰＥＧ ＴＳで、Ｉフレームを探すためのＭ
Ｐ４ファイル構造を図示している。
【０２８７】
　ＭＰ４ファイル構造では、エンコーディングされたデータを、時間に基づいて分割して
生成されたセグメントが、一つ以上の「ｍｏｏｆ」ボックス及び「ｍｄａｔ」ボックスを
含む。「ｍｏｏｆ」ボックスは、セグメントに係わるメタデータが含まれ、「ｍｄａｔ」
ボックスは、コンテンツを提供するペイロードデータが含まれる。
【０２８８】
　Ｉフレームの位置情報は、ＭＰ４ファイルの「Ｔｒａｋ」ボックスや「Ｔｒａｆ」ボッ
クス内の「ｍｏｏｆ」ボックスを介して獲得することができる。
【０２８９】
　図３０は、本発明の一実施形態によるデータ伝送方法に係わるフローチャートを示して
いる。
【０２９０】
　ステップ３０１０では、同じコンテンツを異なる品質にエンコーディングすることで生
成される少なくとも１つのセグメントを含む複数個のメディアデータを獲得する。
【０２９１】
　ステップ３０２０では、少なくとも１つのセグメントそれぞれのランダムアクセスが可
能なポイントを示す位置情報を生成する。
【０２９２】
　ステップ３０３０では、位置情報を伝送する。
【０２９３】
　図３１は、本発明の一実施形態によるデータ受信方法に係わるフローチャートを示して
いる。
【０２９４】
　ステップ３１１０では、コンテンツを異なる品質にエンコーディングすることで生成さ
れるそれぞれ少なくとも１つのセグメントを含む複数個のメディアデータのうち少なくと
も一つを受信する。
【０２９５】
　ステップ３１２０では、少なくとも１つのセグメントそれぞれのランダムアクセスが可
能なポイントを示す位置情報を、受信されたメディアデータから獲得する。
【０２９６】
　ステップ３１３０では、位置情報を利用して受信されたメディアデータに係わるランダ
ムアクセスを提供する。
【０２９７】
　一方、前述の本発明の実施形態は、コンピュータで実行することができるプログラムで
作成可能であり、コンピュータで読み取り可能な記録媒体を利用し、前記プログラムを動
作させる汎用デジタルコンピュータで具現される。
【０２９８】
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　前記コンピュータで読み取り可能な記録媒体は、磁気記録媒体（例えば、ＲＯＭ（read
-only memory）、フロッピー(登録商標)ディスク、ハードディスクなど）、光学記録媒体
（例えば、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤなど）及びキャリアウェーブ（例えば、インターネット
を介した伝送）のような記録媒体を含む。
【０２９９】
　以上、本発明についてその望ましい実施形態を中心に説明した。本発明が属する技術分
野で当業者であるならば、本発明が本発明の本質的な特性から外れない範囲で変更された
形態で具現されるということを理解することができる。従って、開示された実施形態は、
限定的な観点ではなく、説明的な観点から考慮されなければならないのである。本発明の
範囲は、前述の説明ではなく、特許請求の範囲に示されており、それと同等な範囲内にあ
るあらゆる差異点は、本発明に含まれたものであると解釈されなければならない。
【符号の説明】
【０３００】
１００　ストリーミング・システム
１１０　エンコーディング装置
１２０　サーバ
１３０　クライアント
１４０　ネットワーク

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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【図３】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図４Ｃ】

【図５Ａ】 【図５Ｂ】
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【図６】 【図７】

【図８Ａ】 【図８Ｂ】
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【図９Ａ】 【図９Ｂ】

【図９Ｃ】 【図９Ｄ】
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【図９Ｅ】 【図９Ｆ】

【図９Ｇ】 【図９Ｈ】
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【図１０Ａ】

【図１０Ｂ】

【図１０Ｃ】

【図１１Ａ】

【図１１Ｂ】

【図１２Ａ】

【図１２Ｂ】

【図１３】

【図１４】
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【図１５Ａ】

【図１５Ｂ】

【図１６】

【図１７Ａ】

【図１７Ｂ】

【図１７Ｃ】
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【図１８】 【図１９】

【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６Ａ】
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【図２６Ｂ】

【図２６Ｃ】

【図２６Ｄ】

【図２６Ｅ】 【図２６Ｆ】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】

【図３０】

【図３１】
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【図３２Ａ】 【図３２Ｂ】

【図３２Ｃ】
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